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令和２年第３回南幌町議会定例会会議録       ９月１４日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって招集されました令和２年第３回南幌町議会定例会を

開会いたします。 

本日の出席議員数は１０名でございます。 

本定例会においては、新型コロナウイルス感染予防のためマスクの

着用を許可いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 

本定例会の議事日程は、あらかじめ御手元に配付したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により、議長にお

いて指名をいたします。 

９番 川幡 宗宏議員、１番 内田 惠子議員。以上、御両名を指

名いたします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

先に、議会運営委員会委員長から、本定例会の運営について報告の

申し出がありましたので、これを許します。 

９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 議長の許可をいただきましたので、令和２年第３回議会定例会の運

営について去る９月７日に議長出席のもと議会運営委員会を開催い

たしました。議会事務局より本定例会の提案議案等の概要についての

説明を受けるとともに、日程及び運営について協議いたしました。本

定例会に付議される案件は、議会提案として条例制定１件、各委員会

所管事務調査１件、町からは令和元年度決算認定２件、令和２年度会

計補正予算４件、人事案件２件、一般議案４件、報告案件２件であり

ます。以上、提案案件全般について審議いたしました結果、本定例会

の会期は本日９月１４日から９月２３日までの１０日間とすること

で意見の一致を見ております。最後に、議会運営に特段の御協力をい

ただきますようお願い申し上げ、議会運営委員会委員長報告といたし

ます。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの議会運営委員会委員長の報告のとお

り、本定例会の会期は９月１４日から９月２３日までの１０日間とい

たしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本定例会は、９月１４日から９月２

３日までの１０日間と決定をいたしました。 

●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目 会務報告は御手元に配付したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 
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・２番目 令和元年度南幌町教育委員会の活動状況に関する点検・

評価報告については、教育委員会より報告がありました。その内容に

ついては、御手元に配付したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・３番目 町長職務代理者一般行政報告をいたします。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長 

本議会定例会にあたり、２件の行政報告を行います。 

初めに、農作物の生育と収穫の状況について御報告します。本年は

７月、８月に好天候に恵まれ、気温の高い日が続き、農作物の生育は

順調に推移しています。基幹作物の水稲については、既に一部で刈取

り作業が始まっており、これから最盛期を迎えます。空知農業改良普

及センター空知南西部支所の９月１日現在の作物状況調査によりま

すと、水稲は平年より２日早く進んでおり、８月２８日付けで農林水

産省北海道農政事務所が公表した米の作柄において、南空知は、やや

良と見込まれています。小麦は、既に収穫調整作業を終えており、収

量は平年と比較して、やや多く、品質は、平年並みとなっています。

豆類は、出芽に一部遅れが出ましたが、現在のところ順調な生育状況

となっています。キャベツ、ブロッコリーなどの野菜の状況は、収量・

品質は、平年並みで、価格につきましては、平年より、やや高い価格

で推移している状況です。以上のように、各作物間で多少の差はあり

ますが、今後は天候が順調に経過し、無事に収穫作業が終えられるよ

う、関係機関・団体と連携しながら適切な対応に努めてまいります。 

次に、新型コロナウイルス対応経済対策等の進捗状況について、御

報告します。全町民を対象とした、飲食店応援チケット事業につきま

しては、７３２世帯に、全３，０００セットを販売し、８月３１日現

在の利用実績は、額面総額１，５００万円のうち、５５９万５００円

で、利用率は３７．３％となっています。次に、子育て応援チケット

事業につきましては、対象児童８７０名、ひとり親家庭７０世帯にチ

ケットを配布し、８月３１日現在の利用実績は、額面総額１,０８０

万円のうち、６５５万９千円で、利用率は６０．７％となっています。

次に、大学生等生活支援金につきましては、８月３１日現在、町内８

１名、町外４３名、全体で１２４名の申請があり、支給総額は４５８

万円となっています。最後に、妊婦あんしん支援金につきましては、

８月３１日現在、２５名の方から申請があり、支給総額は１２５万円

となっています。 

以上、一般行政報告とします。 

議  長 以上で、町長職務代理者一般行政報告につきましては報告済みとい

たします。 

 

●日程４ 一般質問を行います。 

本定例会の一般質問者通告者は１名でございます。 

３番 熊木 惠子議員。 
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熊木議員 ３番 熊木 惠子です。子どもたちの学力向上の取り組みについ

て、教育長に質問いたします。新型コロナウイルス感染症の影響で、

児童生徒を取り巻く環境の変化は大きく、大変な状況にあると考えま

す。短縮された夏休みが終わり、後期の学校生活が始まりました。運

動会や学芸会など行事の中止が報告され、コロナ禍でのやむを得ない

状況に収束を願うとともに、児童生徒、保護者の方々が希望を持てる

ような教育環境が求められていると思います。私は、第２回定例会で

も質問いたしましたが、現在の状況について伺います。 

次に、児童生徒の基礎学力の向上と家庭学習の定着を図るため、民

間学習塾による公設学習塾を実施していますが、参加状況などコロナ

禍による影響は、どの程度か伺います。また、今年度の予算概要説明

では、前年度の評価検討をもとに学校行事や習熟度に応じたスタイル

を実施するとのことでしたが、進捗状況について伺います。 

最後に、今回のコロナ禍の対応で、児童生徒に教育コンピューター

備品が導入されますが、活用についてどのように考えているのか。ま

た、学力を上げるために教育長として、どのように考えているのかを

伺います。 

議  長 教育長。 

教 育 長 子どもたちの学力向上の取り組みについての御質問にお答えしま

す。新型コロナウイルス感染症の全国的な感染拡大が児童生徒の生活

にも大きな影響を与えています。未だに収束する見通しがつかない

中、文部科学省から示された学校の新しい生活様式に基づき、学校に

おける感染症対策を講じながら児童生徒の学びの確保に取り組んで

います。  

はじめに第２回議会定例会における質問内容の現在の状況につい

ては、６月に学校再開した以降、夏季休業期間を９日間に短縮するこ

とや、学校行事の精選を行い、運動会や体育祭については体育の授業

で実施するなど、児童生徒の心情にも配慮し、年間に定められている

授業時数を確保することで学習に遅れが生じないように取り組んで

います。また、宿泊を伴う行事については、感染対策を講じ内容の一

部を変更して実施してまいります。 

次に、公設学習塾につきましては、学校再開後の６月からのスター

トとなりましたが、現在の参加状況は、全体で７４名、参加率は２５．

１％です。また、参加者への調査結果により学校行事の期間を除いて

実施する予定としたことから、回数の減少も懸念されましたが、現在

のところ当初予定した２５回の実施を確保することができ、新型コロ

ナウイルスによる影響はないものと考えます。なお、昨年度の評価・

検討を踏まえ、参加人数の多い学年については、習熟度に合わせてグ

ループ分けするなどの改善を行っています。  

次に、教育用コンピューター備品の導入後の活用については、教材

の作成や電子黒板等の接続による活用に加え、学校が長期休業になっ

た場合の家庭とのオンライン事業で活用してまいります。 
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最後に、学力を上げるための考え方については、基礎的生活習慣の

乱れが学習意欲や体力、気力の低下の一因であると指摘されているこ

とから、早寝、早起き、朝ご飯といった基本的生活習慣を身に付け、

更に基礎学力の定着を図ることが重要と考えます。このことを踏ま

え、公設学習塾との連携や学習支援員の活用など、家庭と学校、教育

委員会が一体となり学力の向上に取り組んでまいります。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

(再質問) 

再質問をさせていただきます。ただ今、私が第２回定例会で質問し

た後の状況ということが今、答弁されました。伺いたいですけれども、

前回の質問の中で、子どもや保護者からの相談とかそういうものに対

応するために、スクールカウンセラーの設置ということもお話をしま

した。その中で、前回の答弁では、特別、相談とかはないということ

でした。そういう中であっても、やっぱり今、学力がかなり休校期間

が長かったことで今、一生懸命学校現場も取り組んで、遅れを取り戻

そうとされていると思うんですけれども、その中で遅れが均一にとい

うかどの程度埋まっているのか、全くそれは問題ない状況になってい

るのか、それからそういういろんな細かいことに対して、今後も時間

を追うごとにいろいろと悩み事がふえてくると思うんですよね。そう

いう中では、やはりスクールカウンセラーは、中学校に配置されてい

るのを順番にというか要望をしながらということでしたけれども、そ

こをやっぱり常に、定期的に来られるような環境をつくることが必要

だと思いますが、そこで伺います。 

それから、スクールサポートスタッフということで配置、それは市

町村とかそれから道立学校などから申請を受けて、振興局では随時配

置を決定しているということが先日、私たちの共産党の議員団で毎年

空知振興局交渉していて、そこに地域の要望とかを持っていって交渉

するんですけれども、そういう中で私はこの２回目の質問の時に伺っ

たことでちょっと聞きました。そうしたら今言われたように、スクー

ルサポートスタッフの配置ということが実際にも行われているとい

うことで管内、空知振興局の中で９３名が何か置かれているそうで

す。そこのところには本町は申請しているのかどうか、それを１点伺

います。 

また、今後のスケジュールということで、先ほどいろいろ言われま

したけれども、本当に大変な思いをされていると思うんですよね。学

校行事のところで、運動会も当初はする予定だったのが平日のそうい

う中で組み込みながら工夫しているということとか、修学旅行とか見

学旅行とかそういうものも行き先を変更したり短縮したり、いろんな

形で取り組まれていると思います。それは学校現場の先生方とかスタ

ッフの方々の苦労というのは本当に大変なものだと思いますし、ま

た、家庭においても、それに対していろいろ準備をしたり、いろんな

ことで大変な思いを抱えていると思うんですよね。それもこれもやっ

ぱりコロナ禍におけるいろいろ変化ということで、家庭も教育委員会
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も子どもたちも、みんなを巻き込んでしまっていることですけれど

も、そういう中にあっても、やっぱり子どもたちが健全に健康に育っ

ていくそのことに対して、皆さんがそこを願っているから何とか成功

させて見守っていきたいということの表れで今、いろいろと進められ

ていると思います。その辺で本当に現場の中での苦労というか、そう

いうところの声が聞かれていないのか。教育委員会として教師への聞

き取りとかそういうのがどうなっているのか、もし、具体的に何かあ

れば、そこを伺いたいと思います。 

それから、公設学習塾なんですけれども、６月から利用スタートと

なって、現在７４名、参加率２５．１％ということでした。私は、学

力向上それだけを目的にということでこの質問をしているわけでは

なくて、子どもたちが勉強もできるけれども、いろいろその文化面と

かスポーツもいろんなことを楽しんで、集団の中で共に競い合いなが

ら育っていくことが一番の教育の原点だと思うんですよね。そういう

意味の中でも、前回、南幌の学力向上ということでいろいろ取り組ま

れて４つほど、家庭学習をしようとか、睡眠時間の確保とか、いろい

ろ出されましたよね。それをじっくり読んでみますと、やっぱり勉強

だけではなくてというところで、そこに伴っていろいろ成長してい

く、その成長を周りが励ましていくということが大きなメッセージだ

と思うんですよね。そういう意味で、そういう意味もありますから両

面を伸ばしていくということが大事になってくると思います。それか

ら今、少子化対策の中でいろいろ教育が重要視されていて、南幌町も

いろんな形で応援しているということが主体ですし、南幌町に引っ越

してこられる方、子どもさんを抱えている方が多くなっていますが、

そういう方々にとっても、やっぱり南幌町の教育レベルが上がるとい

うことがやっぱり全体を向上させるということで、そういう意味では

取り組みをしっかりやっていかなくてはだめだろうなと思います。そ

こで、公設学習塾を無料で行っているということで、いろいろ他の自

治体とかで取り組んでいるのを見ますと、本町と同じような形でもっ

と早くから取り組んでいるところもありますし、また学力向上魅力化

プロジェクトチームとか、いろんな名前をネーミングでもう少し知名

度をアップさせながら、子どもたちもそこに応募しながら学習すると

いうことをやっておられると思うんですよね。そういう意味では南幌

町の場合は大変なのかなと思うんです。ですから、もっとそこの認知

度を上げて、もっと気軽に申し込んでもらうという形が必要ではない

かと思うんですけれども、学習塾で決めている参加申し込みのこと

も、いろいろホームページに載っていますけれども、そういう中で指

導者の認定というか選定というか、そういうのは毎回行われているの

か、どのような形で指導者を選定していくのか、そこのところも、も

う少し具体的な形でお話をしていただきたいと思います。前回、前年

度の反省とかをもとに学校行事とぶつからないとか、習熟度とかいろ

いろと差がありますので、そこのところを細かく分けながら、レベル
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の高い子はもっと上がるように、それからそこに使えるようにという

形で、いろいろこう細かく分けていると思うんですよね。今年度そう

いう形でも、まだ参加率が少ない、もっと違う工夫というか、そうい

うことが必要ではないのかなと思うんですけども、その辺での今現在

検討されていることとかがあれば伺いたいと思います。 

あともう一つ、学校コンピューターの備品導入ということで決まっ

ています。先ほどの教育長の御答弁の中で、オンライン授業とかの活

用、もし学校がまた長期休業とかになった場合に、家庭とのオンライ

ン授業で活用してまいりますということだったんですけれども、家庭

環境の中に現在もそういうパソコンとかいろいろなものがある家庭

と、全くそういうことがない家庭というのがあるかと思います。前回、

給付金のところでＧＩＧＡスクールのことも議論されましたけれど

も、その中で数字を出されていたと思うんですけれども、そこに今現

在は変化がないのか、少しは良くなっているのか、そこのちょっと具

体的に数字を教えてほしいと思います。それから、１人１台のタブレ

ットというのは、当初は家庭に持ち帰るのではなくて学校に置いてお

くというような形だったと思うんですけれども、長期休業になった時

の家庭とのオンライン授業で活用ということは、そこが変わっていっ

たのか、そこのところも伺います。もし、そのタブレットが家庭に持

ち帰るということでなければ、その家庭にない子どもたちはどのよう

に参加するのか、そこのところも伺いたいと思います。以上、お願い

します。 

議  長 教育長。 

教 育 長 

(再答弁) 

熊木議員の再質問にお答えいたします。まず、１点目のスクールカ

ウンセラーの関係ですが、第２回定例会後におきましても、特に相談

等は今のところ来ていないと聞いております。なお、このスクールカ

ウンセラーの活用については、その都度家庭へのお便りだとか学級通

信のほうで活用していただきたい旨の周知をしていますので、必要に

応じて活用いただければと考えております。 

次に、スクールサポートスタッフの配置の関係でございますけれど

も、スクールサポートスタッフにつきましては、本町では小学校２名、

中学校２名の配置ということで今月、９月からそれぞれ２名ずつ配置

をしている状況です。なお、スクールサポートスタッフの人員につき

ましては、現在学習支援として来られている方々に引き続きお願いす

る状況です。 

それから、運動会あるいは修学旅行等の聞き取りといいますか、関

係でございますけれども、行事につきましては、学校再開後の教育課

程を授業時数確保のために見直してきているわけです。その際、当然

学校行事につきましても縮減せざるを得ないというふうに考えてい

るところでございます。しかし、学校行事の多くは子どもたちが楽し

みにしているとともに、教育上の義務も大きいことから、新型コロナ

ウイルス感染症に注意しながら精選したり、縮小をするなどの工夫を
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することが大切だと思っています。また、臨時休業ですとか分散登校

のために卒業式ですとかあるいは入学式、終業式ですとか始業式、こ

れを短時間で簡素的なものであったり、ほとんど練習することなく実

施してまいりました。これらの経験を生かしながら、なおかつ意義の

あるものとなるよう工夫を凝らして実施するよう、今後も各学校に対

して指導してまいりたいと考えております。 

次に、公設学習塾の関係ですけれども、指導者の選定については、

現在トライグループのほうに委託しておりますが毎年、年度の始まる

時にことしやる各学年の前年度の状況を踏まえながら、どういった指

導の仕方がいいのかということを会社と相談をしながら、それに適し

た教師を派遣していただくという形で、指導者を来ていただくように

会社の中で選定をしていただいているという状況でございます。それ

から、学習塾への参加者が少ない中での今後の検討ということでござ

いますけれども、まず今年度につきましては、中学生の高学年がどう

してもやはり参加者が少ないという状況が出ております。これにつき

ましては、民間の学習塾等に行かれる子どもさんが多い、進学を目指

して希望されている子どもさんが多いということも聞いております

けれども、教育委員会といたしましては、来年度から高校の通学区域

が変わります。これまで空知南学区でしたけれども、来年度から石狩

学区全てが通学対象となります。こういったことも踏まえて、石狩学

区の希望する学校、こちらが現在子どもたちが希望する学力レベルに

達して合否でいくと、どの程度になるのかといったことも見ることが

というか、図ることができるように、進路にあたってのテストといい

ますか学力テストを行いながら、自分の希望校に合うように、どうい

う学力が自分には足りないかといったことを結果を出しながら、塾の

中でその結果を子どもたちに良い学習ができるように指導いただい

ているということでございます。 

それから、コンピューターの関係でございますけれども、コンピュ

ーターの関係につきまして、今１人１台ということで、今年度の補正

予算で議決されました文部科学省でのＧＩＧＡスクール構想、こちら

によって整備がなされてきているわけでございます。そういった中

で、年内には小中学校全てにタブレット型端末機が入る予定しており

ます。なお、併せてそれに伴う環境整備も行う予定でございます。た

だ、オンライン授業の関係につきまして、１人１台ずつ整備されたか

らといって直ちにオンライン授業ができるというわけではないわけ

です。一つには、障がいを持たれたお子さん、あるいは低学年への対

応が挙げられると思います。障がいを持つお子さん、あるいは低学年

のお子さんにつきましては、機械の操作が自分ではうまくできない場

合も考えられると思います。保護者不在の状況、共稼ぎ等で不在の状

況となった場合の体制を考えていかなければならないというふうに

思っております。二つ目には、Ｗｉ－Ｆｉ環境の整っていない家庭が

挙げられると思います。今回の補正予算におきまして、学校の臨時休
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業ですとかあるいは分散登校期間中において、切れ目のない学習環境

を提供し各家庭での新たなルータの整備ですとか、あるいは通信費が

生じないよう生涯学習センターにＷｉ－Ｆｉ環境を整備して、全ての

子どもたちに対応できるよう進めているところでございますけれど

も、当然、機器を使いこなせるお子さんと、そうではないお子さんが

いると思います。授業内容の理解に格差が生じることも考えられるこ

とから、サポート体制をしっかり行って、全ての子どもたちの学力が

向上するよう努めてまいりたいと考えております。いずれにいたしま

しても、教育委員会といたしましては、ＩＣＴ活用の先進事例を参考

としながら、子どもたちの学力向上に役立てていきたいと考えており

ます。以上でございます。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

（再々質問） 

再々質問をさせていただきます。教育コンピューター、今お話され

ていた、そこからちょっと質問します。１人１台のタブレットは、年

内に小中学校に入る予定ということで、先ほど質問しました。タブレ

ットが家庭に、もしその非常事態というか、その時は家庭に持ってい

って活用するということに、そこが変わったのかどうか、そこが１点

ちょっとお答えがなかったのでお願いします。また、ギャップ、既に

環境が整っている家庭とまだそうではないということが先日の時に

報告されていましたが、それ以後は数が縮まっているのかどうか、そ

れをもう１点。それと、教育コンピューター等が入るときにＧＩＧＡ

スクールの時にも質問いたしましたけれども、学校現場の中でやっぱ

りそれを使う教師の教育というか、その研修というかそういうものも

されるということでしたけれども、それはある程度何回も開催され

て、全ての教師が同じように使えるというふうになるのかどうか、そ

うするためには、どのような過程を踏んでいくのか。以前、電子黒板

を導入された時に視察もしましたけれども、それは６台とか導入され

ていても、その時点ではうまく使える教師が少ないと、視察した時は

少ないというふうに聞きました。現在もその電子黒板を活用されてい

て、それも一緒に伺いたいと思います。 

公設学習塾の関係です。先ほどは業者の選定は、毎年話をしながら

合った教師ということでやっているということでした。公設塾を、私

はもっと魅力のあるものにすべきではないかなと思うんです。それで

例えば、先ほどネーミングの話もしましたけれども、それは高校なん

ですけれども、夕張高校が魅力化何とかプロジェクトという形でいろ

いろやって、ホームページには夕張をその子どもたちが若い世代から

やっぱり夕張を復興させようというか、それにチャレンジするという

ようなビデオメッセージも流れています。それから、以前、長野県の

白馬村に同僚議員と視察に行った時にも、そこもやっぱり小さな村で

スキーヤーとかたくさん来られて、環境が英語教育とかいろんなこと

も盛んになっているところで、やっぱり学力を上げていこうという中

で地域おこし協力隊員を招いて、すごい学習塾をやっているというの
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を視察してきました。そこには単に勉強ができればいいだけではなく

て、人として成長していくという過程の中で、いろんなものを巻き込

んだ形で成長するという、それを手助けするというような理念が何か

貫かれているように私は感じました。今回コロナの影響で、本当に社

会のあり方が、生活様式も、それからいろいろ考え方そのものも大き

く変わってくるかもしれません。そういう中で、やっぱりどんな社会

であっても子どもたちがたくましく育っていけるように、多くの人と

のかかわりの中で生きていけるようにということをサポートするの

が私たち周りの大人ですし、それから教育委員会に課せられた大きな

任務だと思うんですよね。そういうところで、教育長としては本町の

子どもたちの学力と、それからそれに伴って人間形成というか、そう

いうところに特段の配慮というか、どういうふうに考えているのか、

そこを伺いたいと思います。 

また、地域おこし協力隊という名前だけでなくて、教育の関係でい

ろいろ募集して、本当にレベルを上げたところにも取り組んでいると

ころは多くあるんですけれども、そういうふうなことは本町としては

考えられるのかどうか。 

今回は、先ほど議長も異常事態の中で定例会が開催されています。

本来ならば、町長、副町長がいて、そこの中で私たち議員はいろんな

質問をするはずでした。ところが、今回は町長、副町長が不在という

中で、特別職は教育長１人という中で大変な苦労も今はされているか

と思うんです。やっぱりこういう異常事態を生まないように、やっぱ

り議会は議会としてやはりきちっといろんな方面の質問をしながら、

住民からの声に応えていきたいと思っていたんですけれども、図らず

もこういう形になってしまったんですけれども、教育長のちょっと思

いも、もし答えられれば伺いたいと思います。 

もう一つ、直接は関係ないですけれども、長沼町に新しく学校がで

きると聞いています。新聞とかにも載っているんですけども、そこは

形にはまった教育というだけではなくて、いろいろ地域の文化とかそ

ういうものを取り入れながら、人間形成をしていくというような一口

にはそんな感じで募集とかを進められようとしているんですけれど

も、私は、人間形成に本当にいろんなそういうものが大事だと思うん

ですよね。南幌町も教育委員会を中心に今までもずっと取り組んでき

ていて、いろんな高齢者とかかわって学んでいくということもやって

きています。ただ、だんだんそこにも参加する子どもも大人も少なく

なってきているということは、やっぱり高齢化とそれから少子化とい

うところで、そこはそういうことが作用していると思うんですけれど

も、やっぱりこれから先ほどコロナ禍による新しい生活様式の中で、

やっぱり視点を変えながら教育とかいろんなものに取り組んでいく

時ではないかなと思うので、その辺でのお考えを伺います。 

議  長 教育長。 

教 育 長 熊木議員の再々質問にお答えをしたいと思います。まず、タブレッ
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(再々答弁) トの関係でございますけれども、先ほど、年内には機器が全てそうで

あろうという話をさせていただきました。ただ、これは家庭に持って

帰るかというとはいかないというふうに今思っています。先ほど申し

上げましたように、まずＷｉ－Ｆｉ環境が全ての子どもたちに整って

いるかどうか、整っている子どもたちだけに配付して、整っていない

子どもたちには配布しないということにまずはならないかと。そこ

で、先ほど申し上げました生涯学習センターの環境が整って、その辺

の活用方法が出てくるのかと思います。あわせて、家庭で使う以上、

当然それに伴う先生方の教材というか、その辺の制作の仕方が課題と

して出てくると思います。現在、先生方のこのＩＣＴにつきましては、

少しずつでありますけれども研修等を今、ふやしていこうというふう

に考えております。また、導入業者のほうにも、その辺の操作の仕方

あるいはその操作から発展できるものについても、どのようなものが

あるのかといったことも教えていただきながら、導入された機器につ

いては最大限の効果を上げていこうと考えておりますので、直ちに導

入すると、家庭に入れるということは今はできないと思います。それ

から、家庭での通信環境の関係でございますけれども、前回調査した

後は、特に調査をしておりません。ただ、前回の状況の中で、１割以

上の家庭でまだＷｉ－Ｆｉ環境が整っていないということもあるも

のですから、ぽろろのほうにＷｉ－Ｆｉ環境を整えるということでご

ざいます。それから、当然、教師の、先ほど申し上げました研修の関

係につきましては、制作の仕方あるいはその整備内容によると思いま

すけれども、併せて電子黒板については、今回の９月定例会の補正の

中にも出させていただいておりますけれども今、２学年に１台の割合

できておりますが全ての学年に整えていくということでございます。

そうなりますと、当然タブレットを使った授業、調べ学習等もできて

くると思います。そういったことでは、飛躍的に子どもたちの学習の

機会が向上していくのかなというふうに思います。 

それから公設学習塾、魅力あるネーミングということでございます

けれども、確かに議員の言われるとおりだと思います。今後、この辺、

子どもたちが参加しやすい、あるいは参加したくなるような形に、ど

ういうふうに持っていけるかということは、教育委員会の内部で検討

したいと思います。 

それから、コロナ禍における子どもたち、これからどういうふうに

今、育っていくのかということでございますけれども、私は、基本的

にまず郷土愛が大事だろうと思います。南幌を愛し、南幌で育って、

そして将来この南幌町に貢献していただくと、子どもたちを育てるこ

とがまず大事かと思いますが、それに伴いまして人の心の痛みですと

か、あるいは人への優しさ、こういったものが私たちがこれから生き

ていく中でも大切かなと思います。コロナによってマスクをしなけれ

ばならないですとか、あるいはいろんな制約が出てくるといった中に

おいて、やはり子どもたち一人ひとりが今のこの環境の中で、どうい
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うふうにこれから生きていくのかっていうことを考えながら生きて

いけるように、人の優しさあるいは心の痛みというのを十分考えなが

らやっていける子どもというふうに思っております。 

それから、理事者不在の中での、私の思いということでございます

けれども、今回、町長の不慮の事故によりまして、突然の辞任という

こと。それから、それに伴いまして副町長が不在となったということ

でございますが、当然、町の中では、いつ、何時、災害が起こるかわ

からない、また、どんな課題が出てくるわからない状況でございます。

そういう中にあっては、職員一緒に共々問題のないように、支障のな

いように最善の町政運営をしていくということで、私どももその中で

一緒に頑張っていきたいと思っております。以上です。 

議   長 以上で、熊木 惠子議員の一般質問を終わります。 

以上で、一般質問を終結いたします。 

 

●日程５ 認定第１号、令和元年度各会計決算認定についてを議題

といたします。 

町長職務代理者より提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長 

ただいま上程をいただきました認定第１号 令和元年度各会計決

算認定につきまして、提案理由を申し上げます。 

始めに、令和元年度南幌町一般会計の決算につきましては、歳入歳

出差引きで１億１，２１０万２，５６９円の残額となりました。 

主な事業としては、役場庁舎改修実施設計、子育て世代住宅建築費

助成、障がい福祉・子育て・高齢者支援、保健衛生、農業振興、町道

管理、橋梁長寿命化修繕、栄町公営住宅改修、小学校校舎暖房用中央

監視装置等更新などを実施したところです。なお、農業経営高度化促

進事業を繰越したため、繰越明許費繰越額１０万円を差引くと実質収

支額は１億１，２００万２，５６９円となります。 

次に、令和元年度南幌町国民健康保険特別会計の決算につきまして

は、歳入歳出差引きで２，５０７万５，９９８円の残額となったとこ

ろです。 

次に、令和元年度南幌町下水道事業特別会計の決算につきまして

は、歳入歳出差引きで７４０万８，９９４円の残額となったところで

す。 

次に、令和元年度南幌町農業集落排水事業特別会計の決算につきま

しては、歳入歳出差引きで１０３万９３１円の残額となったところで

す。 

次に、令和元年度南幌町介護保険特別会計の決算につきましては、

歳入歳出差引きで５，６０６万７，２３０円の残額となったところで

す。 

最後に、令和元年度南幌町後期高齢者医療特別会計の決算につきま

しては、歳入歳出差引きで３６万３，７８２円の残額となったところ
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です。 

以上、令和元年度各会計の決算について御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

議  長 本案につきましては、令和元年度南幌町一般会計及び特別会計決算

審査意見書として監査委員より意見が付されておりますので、局長に

朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 監査委員からの補足説明があれば賜ります。 

角畠代表監査委員。 

監査委員 若干補足をさせていただきたいと思います。今回、先ほど一般質問

の中でもご意見がありましたが、まず審査に付した町長が、現在不在

ということになっております。ここにあります、職務代理者宛てに決

算審査意見書を提出したところ、不在という極めて異例な事態という

ふうに受けとめてございます。この場合のために、町の条例では、職

務代理を総務課長以下、順次職務代理するということが定められてお

ります。結果としては、理事者には言わないで今回、私のほうから申

し上げるのは、職員に対して言うことになってしまいます。しかし、

審査の過程の中で、職員にはある程度のことをお話をさせていただい

ており、ある程度その概要を議員の皆さんにお伝えをすることと、あ

わせてちょっと時間があったものですから、じっくり見直すと、ちょ

っと何カ所か直したいなというところがございましたので、その点を

お話をさせていただきます。まず２の審査の期間及び場所なんです

が、７月２０日から実施をしてございます。これは町長から審査に付

された日というふうに記載しております。監査委員条例では、審査に

付された日から３０日以内に決算審査の意見書を提出しなさいとい

うふうになっております。これが右肩にあります８月１８日で、暦日

で３０日ということでありますので、そういうふうになっておりま

す。出した日がちょっと違うと、またちょっと違ったことになります

が、そういう結果になってきてございます。それと３の審査の手続で

すけども、これが従来と書き出しが変わってございます。私たち監査

委員はというふうにしてございますのは、平成２９年度の地方自治法

の改正の中で、それぞれの市町村ごとに監査基準を定めなさいという

ことが定められました。したがって、本年４月１日付けで町のホーム

ページのほうにも公開をしてございます。場所は南幌町議会の一番最

後のところに、これを公表させていただいているということでござい

ます。これに基づいて実施をさせていただいてございます。３行目に

ありますが、予算執行が適正かつ効率的に実施をされているかという

ことがあるんですが、効率的というのは安いということではないとい

うふうに理解し、効果が出ないことはお金をいくら使っても意味があ

りませんし、いくら安くても意味がないというふうに考えておりま

す。後ほどちょっと出てまいりますが、そういう意味でお金が適正に

使われているのかなということを適宜注意を払いながら、見させてい
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ただいてございます。２ページにまいります。２ページは財政規模に

ついて記載をしてございます。行政の会計の場合は、まず使うべきお

金を決めて、それから税金をはじめ国からの補助金、道からの交付金

等を含めて財源を確保して、最後に基金を崩し、それから借入れを起

こすという形で組まれてございますので、まず一般会計については２

億８，７００万円ほど増額をして、補正率、当初予算に比べて４．９％

の増加をしているということを書いております。そして、特別会計に

ついては理屈としては同じなんですが、実際には、国民健康保険がど

れぐらいの規模で使われたかというのは、結果を見なければわかりま

せん。ですから、予算を適時補正しながら実施をしているということ

で、これは結果の勝負、ほとんど公営企業みたいなものです。水道の

ようなものになっています。したがって下水道移管については、今後、

地方公営企業法が適用されるという手続に入ってきているというふ

うになってございます。それで、一般会計の歳出予算の補正内容につ

いては、書いてあるとおりでありますし、議会にもかかっております

ので、改めて言うことはないんですが、特に１点だけ申し上げておき

たいというふうに思います。歳出予算の補正内容、２つ目の段落の２

行目、補正第１号で、減債基金積立金１億２，５４２万２，０００円、

プレミアム付商品券事業４，９３０万５，０００円となっております。

３ページの中ほどに補正第６号、表のちょっと上ですね。プレミアム

付き商品券事業、マイナス２，８６９万６５万９，０００円の減額補

正をしております。これを差し引きしますと、２，０６５万６，００

０円、４１．９％が執行されたということになるわけです。これ実は

国の事業でありまして、極めて新聞等でも評判が悪い。何故かという

ことで、いろいろ確認をさせていただいたんですが、子育て世代、住

民税非課税世帯を抽出をして案内をする。しかし、それに対しての申

請があって初めて、審査をして買う権利が発生するというのがありま

すが、子育て世帯は全戸に送っていますけれども、そして買うか買わ

ないか、本人たちが申請をして買って、そして実際どこまで使うかと

いうことであります。これ実は個人情報がありますので、それぞれの

業態の中で本当に該当するのかどうなのかというのは、審査をしてみ

なければわからないということ。それと、様式的に地域振興商品券も

同時に動いていましたので、プレミアム付き商品券が様式的に適切だ

ったかという疑問もちょっとあります。明らかにプレミアム付き商品

券とわかるという状況だったら本当によかったのかというふうに疑

問を持っているところであります。これは住民税非課税世帯１，４９

２人中６０１人が申請をしたと、購入をしたと、子育て世帯は１２１

人に案内をして、購入をしていただいたという格好になっておりま

す。実は、こういう現象は平成３０年度のあったか灯油でも同じよう

に、予算は大きいけど結果は小さいと、そこら辺が個人情報はどこま

でリンクをして物を考えるのかということになろうかと思います。７

ページになります。ここで、ふるさと応援寄附金の関係でちょっとお



１４ 

 

話をしたいんですが、訂正を含めてお話をさせていただきます。なお、

ふるさと応援寄附金のうち、ふるさと応援寄附金は４，８４９件、５，

２３３万６，０００円と前年度のというふうになっていますが、ここ

に実は前年度の件数が入っておりません。それを入れていただきたい

んですが、３、６１３件で４，４９７万２、０００円でございます。

単価を出しますと、令和元年度は５，２００万円を４，８００件で割

りますと１万７９３円でございます。前年度につきましては、同じよ

うに割り返しますと１万２，４４７円、１３．３％、１件あたりの単

価を下がっているということが言えると思います。そして同じ段落の

中で、南幌町の住民が他の市町村に寄附した件数については、これは

両方ともそれぞれ書いております。これを割り返しますと、令和元年

度は５万７，０３８円、それだけの単価で出されていると、そして前

年度は６万２５３円が、要するに単価が高い単価で、その差は５．３％

単価が下がっております。ということは、数がふえると黒字になって

いくだろうと思うんですが、結構外に出ているお金の単価が大きいで

すね。そこが特徴かなというふうに思ってございます。そして、最後

のところに、いろんな制限が付いてきましたふるさと応援寄附金で

は、総務省からいろいろ制限が付いてきました。それに対する対応に

ついて若干意見を述べさせていただきます。最後の下から２行目の後

段に、新たな寄付目的の停止や知名度の向上手段としての、適正な経

費で取り組むことが重要であるということで、実は一つは、例えば、

お米であり、スイカであり、トウモロコシであり、あと、いろんな産

品がありますけど、メインはその３つです現実的に。その部分の知名

度高揚なり、特産品のＰＲというよう要素は間違いなくあると思いま

す。もう一つは、ことしの２月に金融機関が調査をしたアンケートが

ありまして、応援商品、要するに端的に言うと、ことし北海道でコロ

ナが発生したということでクラウドファンディングをやりました。相

当な金額があっという間に集まったと。熊本で災害があったと、これ

も同じように対価を求めないで寄付をしているんですね。こういう取

り組みができないのかということを言ってございます。金融機関の調

査では、相当な数の人がそういう希望を持っているというふうになっ

てございますので、そういう考え方を取り入れていくべきではないの

かなと思います。今、誘客施設ということで、プロポーザルでやって

いるというふうに聞いておりますが、例えばこれについて具体的にど

のような施設をどうつくるのかというのはまだわかりません。それ

は、これから業者が作って提案をしてくるだというふうに聞いており

ます。しかし、では、そういうニーズが本当にあるのかというのは、

お金を募集してみたらどうかということですね。反応があるのであれ

ばニーズがあるんですよ。そういう考え方も一つは必要だろうなとい

うふうに思っています。今は eコマース、通信販売、ふるさと応援寄

附金が成り立っています。クラウドファンディング、資金調達に使う

ような考え方をするべきではないかなというふうに思っております。
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１５ページへまいります。１５ページでは上から二つ目の段落で起債

の関係について触れておりますが、ここで最後の２行で、２％強の資

金がもうほとんどなくて５，０００万円ぐらいになったというふうに

なっております。というふうに記載をしてございます。５６億９，０

００万のうち５，０００万ほどが２％強の資金であります。これはも

う間もなく無くなっていくとなってくるわけですが、この非常に高い

金利の資金がなくなったということは、資金調達がしやすくなってい

ますから、それはそれで非常に良いことだというふうに思っておりま

す。１６ページをごらんいただきたいですが、１６ページの下のほう

に森林環境税の関係を記載してございます。実は、令和元年度から初

めて出てまいりました。令和６年から、住民１人あたり１，０００円、

国税が均等に徴収をされると。それを森林整備に充てなさいというこ

となんですが、その前段階で、譲与税という形で町に交付をされてき

てございます。それが、基金にわずかな金額ですが２９万８，０００

円積み立てられているというのが現状になってございます。この関係

については、決算資料の５５ページにも充当状況についてということ

で、後ほどごらんいただければと思います。それから２２ページにま

いります。２２ページの下に、下水道事業の特別会計の地方債という

ふうに表をつくってございまして、実は２％を超える資金が大量に残

っております。ここに数字が書いてありますのでそれはそれでごらん

いただいて、あるいは決算資料にも通知がありますので、それをごら

んいただきたいとそういうふうに思うんですが、かなり高利の資金が

残っているということで、今現在、政府系資金を借りると１％いかな

い金利でお金を貸してくれると、民間の金融機関は１％を超える程

度、１．５％前後だろうというふうに思いますがそういう形で、一般

的な金利情勢になっております。ただ、いまだに４％台の金利、３０

年前、その時は安かったでしょうけれども、いまだにその資金を借り

ているという状況になって、補償金です。ここに書いてある最後の行

に書いてありますが、補償金から先の金利の部分を全部よこしなさい

というのが条件で、繰り上げ償還を認めるというふうになってござい

ます。これはちょっと今の時代、ビジネスモデルは変わっていますか

ら、国がどんどん金利を下に誘導しているのに、結局、最終的には国

民に金利を負担させるわけですね、町村なり何なりを介して、経由し

て金利を負担させるわけですから、これはある意味、税金の一種だと

いうふうに思ってございます。今は手数料はどこの金融機関も発生い

たします。ちなみに、きのうですが調べてみますと、北洋銀行は１万

１，０００円、金額において１万６，５００円から５万５，０００円

ぐらいで、１，０００万円以上で５万５，０００円。それの手数料で

返金ができると。それから指定金融機関については５，５００円から

５万５，０００円ぐらいで返金ができるというふうになっていますか

ら、かなり単年度１７０万の金利がかかるような資金については５万

５，０００円ぐらい払ったって、返したほうがいいだろうと私は思い
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ますが、制度がそう認めてないというところが、今の時代に合ってな

いなというふうには考えています。この頃話題になっているのは、み

ずほ銀行が通帳１，１００円を取りますということを言っております

が、そういう時代になったということでありますので、そういった点

も考えてほしいなというふうに思っております。２７ページにまいり

ます。２７ページは、まず一つは令和元年度決算の概況ということで

ありまして、２つ目の段落のところに降雪量を書いてあります。平成

３０年よりは、２メートル１０センチ少なかった降雪量で、というの

が大きな特徴で、除雪経費が非常に安くなったということでありま

す。その次に、特筆すべき事項ということで新型コロナウイルス感染

症に対しての、南幌町新型インフルエンザ等対策会議が５回開催され

ておりまして、その議事要録を確認をさせていただきました。どんな

ふうに対応したかということで、本年度は実は、私は２回開催されて

いるというふうに書いてあるんですが、定例監査でまたその内容に触

れようかと思っていましたが、日付まで入って修正をかけられてきま

したので、もう言ってくれるなということだと思います。５回の会議

を開催して現状に至っているということです。これから会議が起きて

くると、流行は拡大してくると、また会議を開催させて対応させてい

ただき、対応するものは適正にされているというふうに。それと人口

動態のところの１つ目の段落の下から２行目、生産年齢人口が１１８

名、２．７％減少しというふうに、実は２カ所に分けて、今回書いて

あるんですが、ここでは生産年齢人口は減っているんですね。しかし

後で、もうちょっと詳しく申し上げますが、外国人の生産年齢人口は

ふえ、日本人が減って外国人がふえているというのが、南幌町の現状

でございます。日本は全体的にそういう状況になっているというのは

事実ですが、そんなふうになっています。２８ページにまいります。

みどり野団地の販売促進と情報発信と、人口の転入状況についてとい

うことで記載をさせていただきました。みどり野団地の販売促進は、

北海道が大きな声を出して住宅供給公社と南幌町が一緒にやってい

るという取り組みをしてございます。結果としてはここに書いてある

ように、それなりの販売促進が図られているというのは事実でござい

ます。そのことによって、人口の構成も若干改善をして若年層がふえ

るという結果にもなっているわけですが、一方で出る、来年度以降、

どういうふうにこれに取り組んでいくのかというのは、早目に示して

やっていっていただきたいなと思います。いつまでもきた住まいるヴ

ィレッジが北海道、南幌町だけでできるとは全く思っていません。何

らかの手段を考えていかなければいけないかというふうに思います。

ＦＭ北海道の関係を書いてございますこの関係、最後の４行ほどに書

いておりますが、ぜひこれは１月の広報に載ったのを今の９月にお話

しするのはどうかというふうには思うんですが、私が残念だったなと

いうふうに思っているのは、動画座談会を、動画なり音声でやってほ

しいなと、広報誌に載せて町に帰ってきた人に、それを持っていって
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周りに宣伝しているではなくて、ホームページに来てくれたら、そこ

で動画なり音声で見られると、奥まで行って、広報誌を見ることはな

かなかしません。おそらくそこの表面に張りつけてある動画なり、音

声なりを見るのが普通だろうと、そういうふうに作ってほしいなとい

うふうに思って、これは議論をしたんですが、改善については検討し

ていると。当初お金をかけないように作ったことによって、変えるた

びにお金がかかると、したがって、多少かけても、そういう新しい、

いろんな取り組みができるようにしたいというふうに担当から聞き

取りをしてございます。それとその時に、地域おこし協力隊の関係を

記載をしてございます。せっかく町外から来ているわけですから、そ

ういう声を出してほしいなというふうに思うんですが、調べていきま

すと、観光掘り起こし隊という定義でございます。地域情報を発信し

てくという意味で考えると、観光もこの中に含めてやってもいいので

はないかなと、縦割りに考える必要ないのではないかと、今回感想を

持っておりますので、敢えて申させていただきたいと思います。２９

ページですが、大変申し訳ございません。ちょっと訂正をさせていた

だきます。上のほうの段落、下から４行で、自然減はというふうにな

っていますが、増の字が落ちていました。自然増減と５０人後半とな

っていますが、これは５０人台後半の脱字でございます。その点を、

訂正をいただきたいなと思っております。その上のほうに、社会的増

減の中で外国人のふえ方がどうなっているかというのを記載をして

おります。南幌町も他の町村といいますか、都会ほどではないんです

が、やはり外国人に依存している割合が高くなっているということを

一つ念頭に置いていただきたいと思っております。そして、やはり若

い人が入ってきております。子どもが生まれておりますので、若干で

すが１５歳以下の人口がふえて、人口構造が改善されているというこ

とも、きた住まいるヴィレッジの効果として見えるのかなというふう

に思っています。どういうふうに来てもらうかというのが、今後の楽

しみです。ことし１０月１日が国勢調査の年でございます。これは調

べますと大正９年１０月１日、１９２０年１０月１日に国勢調査を初

めて実施をしたということでありますから、１００年目の国勢調査で

す。その時と、今どう変わっているかというのは、相当人口も人口構

成も変わってきているだろうなと思いますので、そういった点も一つ

の興味を持つべき点なんだなというふうに思っております。３番目に

つきましては書いてあるとおりでありますので、省略をさせていただ

きます。以上です。 

議  長 ただいま上程されました、令和元年度各会計決算認定についての取

り扱いについてお諮りいたします。 

９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 ただいま上程されました、令和元年度各会計決算認定にあたりまし

ては、議長及び議会選出の監査委員を除く８名による決算審査特別委

員会を設置して本案を付託し、休会中に審査してはいかがかと思いま
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すので、議長よりお諮り願います。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの川幡 宗宏議員からの御発言は、８

名による決算審査特別委員会の設置をして本案を付託し、休会中に審

査するという御意見でありますが、そのように決定することに御異議

ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は、決算審査特別委員会に付託

し、休会中に審査することに決定をいたしました。 

ただいま設置されました決算審査特別委員会の正副委員長につい

てお諮りいたします。 

９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 ただいま設置されました決算委員会特別委員会の委員長には菅原 

文子議員、副委員長には本間 秀正議員の両氏を推薦いたしますの

で、議長よりお諮り願います。 

議  長 お諮りいたします。ただいま川幡 宗宏議員からの御発言がありま

したとおり、委員長には菅原 文子議員、副委員長には本間 秀正議

員との御発言でありますが、そのように決定することに御異議ありま

せんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、委員長には菅原 文子議員。副委

員長には本間、秀正議員と決定をいたしました。 

場内時計で１１時まで休憩といたします。 

（午前１０時５１分） 

（午前１１時００分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

●日程６ 認定第２号 令和元年度南幌町病院事業会計決算認定

についてを議題といたします。 

町長職務代理者より提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長 

町長職務代理者 

総務課長 

ただいま上程をいただきました 認定第２号 令和元年度南幌町

病院事業会計決算認定につきまして、提案理由を申し上げます。 

病院の経営状況につきましては、医師確保が困難な中、常勤医師３

名の医療体制を確保し、前年度に比べ、外来患者数は若干の減少とな

りましたが、入院患者数は微増となり、その結果、収益的収支で５，

６２８万９，６７２円の純損失となったところです。 

以上、令和元年度病院事業会計の決算につきまして、御審議のうえ

認定いただきますよう宜しくお願い申し上げます。 

議  長 本案につきましては、令和元年度南幌町病院事業会計決算審査意見

書として、監査委員より意見が付されておりますので、局長に朗読さ

せます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 監査委員から補足説明があれば賜ります。 
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角畠代表監査委員。 

監査委員 １ページをごらんください。審査の手続の関係につきましては、一

般会計で御説明したのと同様の状況であります。ただ、最後の２行で

すね。また、文章中、特に必要な場合を除き、令和元年度は本年度、

平成３０年度は前年度、平成２９年度は前年度として記載したという

のは、ここ数年の中で病院会計の決算、結果が一番よかったのは平成

２９年度でした。この時は１，７００万の黒字でございました。当然

いろいろな繰入れが入っていますけれども、それでも町として、町立

病院を黒字で経営をしたという状況であります。以降、３０年度につ

いては常勤医師が１人ずついなくなったという状況でありました。令

和元年度につきましては、３人体制でスタートして、前年度医者がい

なくなっていくという過程で、ある意味失った信用をとりあえず４月

からの体制の中で取り戻してきたと、おおむね上期ぐらいは前年を下

回っておりましたが、その後、徐々に回復をしてきたという経過にあ

ります。その結果として、最後２月ぐらいから、コロナの影響が出て

患者数が減ってくると、国民健康保険会計的に言えば無駄な診療をし

なかったので、その分医療費の削減が図られたという言い方もできる

かと思います。しかし、病院会計と町民の健康ということを考えた場

合に、本当にそれでよかったのかという部分はあるのかなというふう

に思っております。１１ページ、最後のページに飛んでいただきたい

ですが、まず１０ページですね。経営概況については読んでいただけ

ればわかるように整理をさせていただいております。特に１００万円

単位にして、大枠でこんな流れだったというふうにつかんでいただく

ように作成をさせていただきました。そして、ことしは既に令和２年

度については既に病院改革、６０床に向けて動いて、この効果が出て

くるのはこれからということになるわけで、１０ページの最後のとこ

ろに、監査審査意見の付記として付けましたが、新型コロナウイルス

感染症拡大に伴い、地域医療を担う町立病院としての役割が再確認さ

れ、その重要性が増していることを踏まえ、経営の維持改善を期待し、

付記するというふうにさせていただきました。やはり札幌、私も先週

２日、その前２日ほど札幌に行くんですが、ちょっと覚悟をして仕事

に行きます。町内に病院がある程度あれば大きく安心なんですね。そ

ういう意味では、町立病院をきちっと維持していくというのは、これ

は行政の大きな役割だと思います。ただ、いかにその経営の採算を確

保していくのか、それをしていかなければ、高い診療費を取っている

病院もありますが、適正な診療費で高すぎて嫌われては困りますの

で、適正な医療と適正な金額でやっぱり診療していくということが非

常に大事だろうというふうに思ってございます。令和２年度に入って

からのお金の動きを見ていきますと、公立病院だからもっていると、

一言で言えばそういう感じですね、お客さんではなく患者数が２月、

３月減った分が、４月、５月の現金収入に影響して、保険負担部分が

２か月遅れでお金が入ってきますから、ストレートに期末に５，００
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０万円ほどしかなかった、４月、５月という中で、十分なお金がば回

っていないということで、ちょっと早目の繰り出しをしているという

環境になってございますので、どう、きちっと病院を支えていくかと

いうことが、これはもう議会にとっても町にとっても、重要なことだ

ということを改めて申し上げさせていただき、補足とさせていただき

ます。以上です。 

議  長 ありがとうございます。 

ただいま上程されました令和元年度南幌町病院事業会計決算認定

についての取り扱いについてお諮りいたします。 

９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 ただいま上程されました令和元年度南幌町病院事業会計決算認定

にあたりましては、先ほど設置されました決算審査特別委員会に付託

し、休会中に審査してはいかがかと思いますので、議長よりお諮り願

います。 

議  長 お諮りいたします。ただいまの川幡 宗宏議員の御発言は、先ほど

設置されました決算審査特別委員会に本案を付託し、休会中に審査す

るという御意見でありますが、そのように決定することに御異議あり

ませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は決算審査特別委員会に付託

し、休会中に審査することといたしました。 

 

●日程７ 報告第４号 令和元年度決算に基づく南幌町健全化判

断比率及び南幌町資金不足比率の報告についてを議題といたします。 

町長職務代理者より提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長 

ただいま上程をいただきました報告第４号 令和元年度決算に基

づく南幌町健全化判断比率及び南幌町資金不足比率の報告につきま

しては、令和元年度の各会計決算を基に算定した、本町の健全化判断

比率及び資金不足比率を報告するものです。 

詳細につきましては、総務課長が説明いたしますので、宜しく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは、報告第４号 令和元年度決算に基づく南幌町健全化判断

比率及び南幌町資金不足比率の報告について、御説明を申し上げま

す。別途配付しております報告第４号資料をごらんください。このこ

とにつきましては、地方公共団体の財政の健全化の法律により、市町

村の財政状況を判断するため、健全化判断比率の算定及び公表が義務

付けられております。また、一定基準を超過した場合は、財政健全化

計画及び財政再生計画の策定が義務づけられています。 

それでは、令和元年度決算によります、それぞれの指標について、

御説明申し上げます。最初に、１健全化判断比率の（１）実質赤字比
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率につきましては、一般会計などを対象とした実質赤字の標準財政規

模に対する比率です。この表をごらんいただいておわかりのとおり、

赤字は発生しておりません。（２）連結実質赤字比率につきましては、

全ての会計を対象とした赤字比率、または資金の不足額の標準財政規

模に対する比率です。これにつきましても赤字は発生しておりませ

ん。（３）実質公債費比率につきましては、一般会計などが負担する

元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率です。特別

会計並びに一部事務組合を含めたもので、過去３カ年の平均値で表し

ております。本町の数値は１１．９％で、起債許可基準の１８％を下

回っていることから、公債費負担適正化計画を策定する必要はありま

せん。なお、過去の数値につきましては資料の裏面をごらんください。

平成２９年度は１３％、平成３０年度は１２％です。表の数値は３カ

年の平均比率であり、前年度と比較して比率が減少しております。単

年度の比率につきましては、平成２９年度は１１．２％、平成３０年

度は１３．１％、令和元年度は１１．４％となり、令和元年度につき

ましては、工業団地工業用地売払収入による特定財源の増加により、

前年度と比較して比率が減少しております。資料の表面にお戻りくだ

さい。（４）将来負担比率につきましては、一般会計などが将来負担

すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率です。これは、第三

セクターなども含めたもので、本町の数値は７０．１％となります。

早期健全化基準の３５０％を大きく下回っております。なお、過去の

数値につきましては資料の裏面をごらんください。平成２９年度は７

５％、平成３０年度は７３．８％です。前年度と比較して比率が減少

した理由としては、地方債の現在高及び債務負担行為に基づく支出予

定額が減少したことによるものでございます。本町の財政状況が早期

健全化基準及び財政再生基準以下であるため、本法律に基づく財政健

全化計画及び財政再生計画の策定は不要となっています。次に、２資

金不足比率につきましては、公営企業ごとの資金の不足額の事業規模

に対する比率でございます。経営健全化基準以上となった場合は、経

営健全化計画を策定する必要がございます。本町の公営企業会計は、

病院事業、下水道事業、農業集落排水事業の３特別会計がありますが、

いずれの公営企業会計も資金不足は発生しておりません。そのため、

資金不足比率に該当しないことから、本法律に基づく経営健全化計画

の策定は不要となっております。以上、財政健全化法に基づく健全化

判断比率等について、御説明をさせていただきました。本町におきま

しては、健全化計画等の策定に係る全ての基準を下を下回っておりま

すが、今後におきましても、行財政改革を一層進め、各比率の改善に

努めてまいりたいと考えております。以上で、報告第４号の説明を終

わります。 

議  長 本案につきましては、令和元年度決算に基づく南幌町財政健全化及

び経営健全化審査意見書として監査委員より意見が付されています。

局長に朗読させます。 



２２ 

 

局  長 （朗読する。） 

議  長 監査委員から補足説明があれば賜ります。 

（ありませんの声。） 

説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。報告第４号 令

和元年度決算に基づく南幌町健全化判断比率及び南幌町資金不足比

率は報告済みといたします。 

日程８ 議案第５９号から日程９ 議案第６０号までの２議案に

つきまして、関連がございますので、一括提案をいたします。 

●日程８ 議案第５９号 令和２年度南幌町一般会計補正予算 

（第６号） 

●日程９ 議案第６０号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予 

算（第２号） 

以上、２議案を一括して議題といたします。 

町長職務代理者より提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長 

ただいま上程をいただきました議案第５９号及び議案第６０号の

２議案につきまして、提案理由を申し上げます。 

始めに、議案第５９号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第６

号）につきましては、歳出では、新型コロナウイルス感染症対策とし

て実施する地域経済対策や教育環境整備事業、公共施設整備事業及び

高度無線環境整備推進事業に係る経費の追加、歳入では、普通交付税

確定、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金等の国庫支

出金、並びに令和元年度繰越金確定に伴う追加が主な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７億８，

６６９万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

ぞれ８８億２，６２７万９，０００円とするものです。 

次に、議案第６０号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予算（第

２号）につきましては、歳出では、新型コロナウイルス感染症予防対

策として、隔離病棟の整備、オンライン診療システムの導入及び感染

者対応従事者慰労金に係る経費の追加、歳入では、一般会計繰入金、

道補助金、その他特別利益の追加が主な理由です。 

その結果、収益的支出では、既定予算に２，２６９万５，０００円

を追加し、７億１，７５９万１，０００円とし、資本的収支では、既

定予算に２，３３２万７，０００円を追加し、１億４，１５６万４，

０００円とするものです。 

議案第５９号につきましては総務課長が、議案第６０号につきまし

ては病院事務長が説明いたしますので、よろしく御審議賜りますよう

お願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 議案第５９号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第６号）の説
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明を行います。初めに、歳出から説明いたします。１７ページをごら

んください。２款総務費１項１目一般管理費、補正額１，００４万円

の追加です。ふるさと応援寄附事業で、ふるさと応援寄附額の増加に

伴う関連経費を追加するものです。なお、８月３１日現在の実績を資

料として配付していますので、参考としてごらんください。 

２目文書広報費、補正額はありません。財源内訳を変更するもので

す。 

３目財産管理費、補正額６，６００万２，０００円の追加です。財

産管理経費、２４節積立金で、令和元年度繰越金の確定により、地方

財政法第７条の規定に基づき、繰越額の２分の１の額を財政調整基金

に、ふるさと応援寄付額の増分により、ふるさと応援基金にそれぞれ

積み立てするものです。 

４目企画振興費、補正額３億６，９２３万４，０００円の追加です。

次ページにかけて、生活路線等交通対策事業で新型コロナウイルス感

染症対策として、三密を避けながら効率的な公共交通の利用や外出機

会を創出するため、将来デマンド型交通を整備する経費を追加するも

のです。 

次に、知名度向上対策事業で、コロナ禍において影響を受けている

町内観光施設や飲食業などのプロモーション活動に要する経費を追

加するものです。 

次に、エリアマネジメント推進事業では実施を予定しているシンポ

ジウムやワークショップにおける講師謝礼等の経費を追加するもの

です。 

次に、高度無線環境整備推進事業では、ＧＩＧＡスクール構想やス

マート農業へ対応するため、市町村共同調達の公設民営方式により、

光ファイバーを町内全域に整備する経費を追加するものです。２ペー

ジにまいります。 

８目防災諸費、補正額２，４８４万５，０００円の追加です。避難

場衛生環境確保事業として、災害発生時の避難所施設における、新型

コロナウイルス感染症対策に係る消耗品、備品を整備する経費を追加

するものです。 

次に、３項１目戸籍住民基本台帳費、補正額８５９万１，０００円

の追加です。戸籍住民経費で、住民基本台帳システム及び戸籍総合シ

ステムの改修に要する経費を追加するものです。 

次に、３款民生費１項１目社会福祉総務費、補正額１２９万円の追

加です。次ページにかけて、避難行動要支援者避難支援事業で、災害

時における支援者台帳管理地図システムの導入に要する経費を追加

するものです。 

２目障害者福祉経費、補正額３３３万９，０００円の追加です。障

害者福祉経費で、令和元年度自立支援医療給付事業費の確定による過

年度返還金です。 

次に、２項１目児童福祉総務費、補正額６７１万７，０００円の追
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加です。学童保育事業で、新型コロナウイルス感染症対策に係る消耗

品、施設周辺に要する経費を追加、児童福祉総務経費で、令和元年度

障害児支援給付事業の確定による過年度返還金の追加です。 

３目保育所費、補正額８４０万円の追加です。保育所等運営補助事

業で、コロナ禍において、乳幼児の保育の継続に従事した者に対する

慰労金、新型コロナウイルス感染症対策を講じながら事業を行う保育

所等に対する補助金の追加です。次ページにまいります。 

４目子育て支援費、補正額６０万７，０００円の追加です。子ども・

子育て支援事業で、ファミリーサポートセンター事業に係る新型コロ

ナウイルス感染症対策に要する経費を追加するものです。 

次に、４款衛生費１項１目保健衛生総務費、補正額１２７万２，０

００円の追加です。母子保健事業で、新型コロナウイルス感染症対策

に要する経費を追加するものです。 

２目予防費、補正額１７０万円の追加です。感染症予防事業で、各

公共施設における新型コロナウイルス感染症予防に係る消耗品等を

購入する経費を追加するものです。 

４目病院費、補正額２，５７４万４，０００円の追加です。病院事

業会計繰出金で、新型コロナウイルス感染症対策として、隔離病棟を

整備する経費等を繰り出すものです。詳細は、後ほど特別会計補正予

算で説明いたします。次ページにまいります。 

５目保健福祉総合センター管理費、補正額９０１万６，０００円の

追加です。保健福祉総合センター管理経費で、福祉避難所における新

型コロナウイルス感染症対策として、衛生設備及び通信設備の整備に

要する経費を計画するものです。 

次に、５款農林水産業費１項２目農業振興費、補正額３，０００円

の追加です。担い手育成対策事業で、平成３０年度の被災農業者向け

補助事業に係る過年度返還金です。 

５目農村環境改善センター管理費、補正額７１９万７，０００円の

追加です。改善センター管理経費で、新型コロナウイルス感染症対策

の指定避難場の衛生環境維持のため、整備に要する経費を追加するも

のです。次ページにまいります。 

６目ふれあい館管理費、補正額２３９万８，０００円の追加です。

新型コロナウイルス感染症対策として、衛生環境維持のための改修に

要する経費を追加するものです。 

６款商工費１項１目商工振興費、補正額３，９０５万円の追加です。

南幌温泉経費で、新型コロナウイルス感染症拡大により利用者の減少

に伴う減少分を指定管理者協定に基づき補てんするため追加するも

のです。緊急経済支援事業で、家賃支援特別給付、小規模事業者持続

化特別補助、食品製造業町民還元販売助成、なんぽろ割宿泊助成、旅

客運送事業者等支援の５つの経済対策に要する経費を追加するもの

です。次ページにまいります。 

２目ふるさと物産館管理費、補正額３，５５３万４，０００円の追
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加です。ふるさと物産館管理経費で、新型コロナウイルス感染症対策

等、指定避難場の衛生環境維持のため、空調設備、衛生設備、及び通

信設備の整備に要する経費を追加するものです。 

次に、７目土木費３項２目公園費、補正額４，０６５万円の追加で

す。公園施設管理事業で、１２節では、新型コロナウイルス感染症対

策として、公園及び緑地の環境整備に要する経費を、１４節では石狩

川改修工事に伴う治水館改修に要する経費を追加するものです。次ペ

ージにまいります。 

４項１目住宅管理費、補正額２，５１３万４，０００円の追加です。

町公営住宅管理事業で、公営住宅修繕料の追加、新型コロナウイルス

感染症対策として、栄町公営住宅の浴槽設置及び通路舗装改修に要す

る経費を追加するものです。 

次に、８款消防費１項１目消防費、補正額４４４万８，０００円の

追加です。南空知消防組合負担事業で、新型コロナウイルス感染症対

策として、ウイルス等滅菌設備、救急処置資機材等の購入に要する経

費を追加するものです。次ページにまいります。 

９款教育費１項３目教育振興費、補正額１，２５０万４，０００円

の追加です。教育振興経費で、新型コロナウイルス感染症対策として

学校保健用消耗品購入に要する経費を追加するものです。学校情報通

信ネットワーク環境施設整備事業で、ＧＩＧＡスクール構想実現に向

けた学習環境を整えるため、小中学校への電子黒板整備に要する経費

を追加するものです。 

次に、２項１目学校管理費、補正額３，８２３万７，０００円の追

加です。学校運営経費で、小学校における新型コロナウイルス感染症

対策として、ビニール手袋等の消耗品、移動式サーモカメラなどの備

品の購入に要する経費を追加するものです。次ページにかけて、校舎

管理経費で、新型コロナウイルス感染症対策と指定避難所としての衛

生環境維持のため、空調設備、衛生設備などの整備に要する経費を追

加するものです。 

次に、３項１目学校管理費、補正額２，４７７万７，０００円の追

加です。学校運営経費で、中学校における新型コロナウイルス感染症

対策として、ビニール手袋等の消耗品、移動式サーモカメラなどの備

品の購入に要する経費を追加するものです。校舎管理経費で、新型コ

ロナウイルス感染町対策として、指定避難所としての衛生環境維持の

ため、空調設備、衛生設備などの整備に要する経費を追加するもので

す。次ページにまいります。 

４項２目社会教育振興費、補正額５１万円の追加です。社会教育振

興事業で、新型コロナウイルス感染症対策として、成人教育事業にお

けるオンライン環境の整備に要する経費を追加するものです。 

６款生涯学習センター管理費、補正額２，１９０万６，０００円の

追加です。生涯学習センター運営経費で、新型コロナウイルス感染症

対策と指定避難所としての衛生環境維持のため、空調設備、衛生設備、
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及び通信設備などの整備に要する経費を低下するものです。次ページ

にまいります。 

５項３目スポーツセンター管理費、補正額６３７万８，０００円の

追加です。スポーツセンター管理経費で、新型コロナウイルス感染症

対策と指定避難所としての衛生環境維持のため空調設備、衛生設備な

どの整備による経費を追加するものです。 

４項給食センター運営費、補正額１１７万２，０００円の追加です。

新型コロナウイルス感染症対策として、衛生設備の改修に要する経費

を追加するものです。 

続きまして、歳入の説明をいたします。１３ページをごらんくださ

い。１０款地方特例地方特例交付金１項１目地方特例交付金、補正額

１７２万６，０００円の追加です。地方特例交付金の確定によるもの

です。 

１１款地方交付税１項１目地方交付税、補正額１億１，７５８万３，

０００円の追加です。普通交付税の確定によるもので、本年度の普通

交付税の確定額は２０億７，７５８万３，０００円となり、昨年度の

交付額より９，６５９万６，０００円の増となったところです。 

１５款国庫支出金２項１目総務費国庫負担金、補正額４億４，１５

３万４，０００円の追加です。総務管理費国庫補助金では、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金２億９，５９９万３，００

０円。高度無線環境整備推進事業補助金１億３，６９５万円がそれぞ

れ補助されるもので、戸籍基本台帳費国庫補助金では、社会保障・税

番号制度システム整備事業補助金として、住民基本台帳システム及び

戸籍総合システムの改修にかかる補助です。 

２目民生費国庫補助金、補正額４５０万円の追加です。２節児童福

祉費国庫補助金では、歳出で説明いたしました、保育所等に係る新型

コロナウイルス感染症拡大防止事業に対する補助です。 

５目教育費国庫補助金、補正額２０７万３，０００円の追加です。

歳出で説明しました、学校保健衛生事業に係る補助金です。次ページ

にまいります。 

１６款道支出金２項２目民生費道補助金、補正額４１４万４，００

０円の追加です。１節障害者福祉費道補助金では、歳出で説明した災

害時における申請者、支援者台帳管理システムに係る補助金。６節児

童福祉費等補助金では、歳出で説明しました保育所等に係る新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止事業に対する道負担分の補助です。 

次に、１７款財産収入２項１目不動産売払収入、補正額４８８万８，

０００円の追加です。１節土地建物売払収入で、中央４丁目１８３番

７の町有地３２３．２７平方メートル、字幌向原野９１１番１の町有

地３６７．６５平方メートルを売却したものでございます。 

１８款寄附金１項１目一般寄附金、補正額１９万円の追加です。１

節一般寄附金として、第８区岡山 敏幸様、札幌市 株式会社正和プ

ラント様より、それぞれ１０万円の寄附をいただいたものです。 
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３目ふるさと応援寄附金、補正額２，０００万円の追加です。ふる

さと応援寄附金の増加によるものです。今年度の寄附額は８，０００

万円と見込んでおります。次ページにまいります。 

１９款繰入金１項１目財政調整繰入金、補正額７，２７９万４，０

００円の減額です。２目減債基金繰入金、補正額５，０００万円の減

額です。それぞれ財源調整を行うものです。 

２０款繰越金１項１目繰越金、補正額９，１００万２，０００円の

追加です。令和元年度繰越金の確定によるものです。 

２１款諸収入５項５目雑入、補正額５３万５，０００円の追加です。

１節雑入で、地域づくりセミナー開催支援金及び強い農業作り事業補

助金の返還金です。次ページにまいります。 

２２款町債１項１目総務債、補正額２億２，８６０万円の追加です。

２節防災対策事業債では、指定避難場の環境改善の整備。３節高度無

線環境整備推進事業債では、光ファイバー整備に係るものです。 

５目土木債、補正額２，０３０万円の減額です。充当財源を変更す

るため、減額するものです。 

６目消防費、補正額４０万円の追加です。小型動力ポンプ付積載車

購入事業費の確定によるものです。 

７目臨時財政対策債、補正額１６１万４，０００円の追加です。令

和２年度地方交付税の確定によるものです。 

以上、歳入歳出それぞれ７億８，６６９万５，０００円を追加し、

補正後の総額を８８億２，６２７万９，０００円とするものです。 

次に、第２表 地方債の補正の説明を行います。７ページをお開き

ください。 

地方債の追加です。指定避難場環境改善事業並びに高度無線環境整

備推進事業の２事業を追加するものです。それぞれの限度額、起債の

方法、利率、償還の方法は記載のとおりです。次ページにまいります。 

地方債の変更です。小型動力ポンプ付積載車購入事業の補正前の限

度額４，２３０万円を補正後の限度額４，２７０万円に。臨時財政対

策債の補正前の限度額９，９００万円を補正後の限度額１億６１万

４，０００円に変更するものです。なお、起債の方法、利率、償還の

方法は変更ありません。次ページにまいります。 

地方債の廃止です。公園施設長寿命化整備事業について、充当財源

の変更により廃止するものです。 

以上で、議案第５９号の説明を終わります。 

議  長 続いて、内容の説明を求めます。病院事務長。 

病院事務長 議案第６０号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予算（第２号）

の説明をいたします。３ページをごらんください。 

初めに収益的収入及び支出の収入から御説明いたします。１款病院

事業収益 ２項４目他会計繰入金、補正額３６２万７，０００円の増

額、新型コロナウイルス感染予防対策事業の医療消耗備品等の購入分

として、また、７目補助金では、補正額４０６万７，０００円の増額、
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医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業分として一般会計

から繰入を行うものでございます。 

１款病院事業収益３項１目その他特別利益、１，５００万円の増額

で１節、その他特別利益、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事

業感染者対応従事者慰労金分として増額するものでございます。 

次に、支出について説明いたします。１款病院事業費用１項２目材

料費、補正額４０８万７，０００円の増額でございます。２節診療材

料費では、新型コロナウイルス感染防止医療消耗品として病院で使用

するマスクや防護服等を購入するものでございます。４節医療消耗備

品費では、隔離病室で使用する歩行器、車椅子、リハビリ用品等備品

を購入するものでございます。 

３目経費、３６０万８，０００円の増額で、６節消耗備品では、隔

離病室用リハビリ用椅子及びテーブル、隔離病室用電子カルテパソコ

ン、ＰＣカート等購入のため増額するものでございます。 

続いて、３項２目その他特別損失、１，５００万円の増額でござい

ます。歳入でもご説明いたしましたが、新型コロナウイルス感染症緊

急包括支援事業により感染者対応従事者慰労金として病院内の職員

等７９名に特別慰労金を交付するものでございます。１月２８日から

４月１５日までに退職しているが勤務日数が１０日以上の職員等に

ついては１０万円、６月末日まで勤務している職員については一律２

０万円の交付となります。次ページにまいります。 

次に資本的収入及び支出の収入から御説明いたします。１款資本的

収入２項１目繰入金２，２１１万７，０００円の増額で、２目一般会

計繰入金では、新型コロナウイルス感染予防対策事業により隔離病室

２室の改修工事経費や隔離病室用ポータブルレントゲン装置、ポータ

ブルエコー、フラットパネルなどの購入経費分として一般会計から繰

入するものでございます。 

次に支出について御説明いたします。１款資本的支出１項１目固定

資産購入費１，１７１万１，０００円の増額でございます。１節機器

及び備品購入費では、収入でも御説明いたしましたが、新型コロナウ

イルス感染予防対策事業により、隔離病室用の医療機器等の整備をす

るものでございます。また、２目病院事業整備費では、１，１６１万

６，０００円の増額で、1 節工事請負費では、隔離病室衛生工事の実

施で１，０４０万６，０００円、ボイラー軟水器更新で１２１万円の

追加でございます。１ページにお戻りください。 

第２条 病院事業会計予算。第３条で定めた収益的収入及び支出に

つきまして、病院事業収益の総額を７億３，０２０万７，０００円、

病院事業費用の総額を７億１，７５９万１，０００千円に改めるもの

でございます。 

次に 第３条 病院事業会計予算第４条本文括弧書中１，２６３万

５，０００円を１，３８４万５，０００円に改め、資本的収入及び支

出の予定額を収入総額１億２，７７１万９，０００円、支出総額を１
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億４，１５６万４，０００円に改めるものでございます。なお、資本

的収入が資本的支出に対し、不足する額 1，３８４万５，０００円に

ついては、損益勘定留保資金より補てんするものでございます。 

以上で、議案第６０号の説明を終わります。 

議  長 昼食のため、午後１時まで休憩といたします。 

 （午前１１時４９分） 

（午後 １時００分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

午前中に説明が終わっておりますので、これより質疑を行います。 

質疑にあたっては、議案ごとに行います。 

初めに、議案第５９号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第６

号）についての質疑を行います。 

３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 ちょっと聞き漏らしたかもしれないんですけども、２４ページの第

７款土木費の公園費なんですけれども、委託料で２つあげられている

んですけども、このコロナ対応とさっきおっしゃいましたかね、それ

で、都市公園環境整備業務なんですけども、具体的にどのような内容

なのか。この緑地帯環境整備業務も含めて、ちょっと説明をお願いし

たいんですけれど。 

議  長 都市整備課長。 

都市整備課長 ただいまの熊木議員の質問にお答えいたします。この公園施設管理

事業の委託料につきましては、新型コロナウイルス感染症対策による

ものでございます。そのうち、緑地帯環境整備事業につきましては、

北町の緑地帯の樹木の剪定並びに老木の伐採を行います。本数につい

ては、約２７０本程度を予定しております。以上です。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

（再質問） 

２点目の緑地帯環境整備のことはわかりました。 

それで、その都市公園整備事業のところのコロナ対応ということ

で、具体的にどういう、その公園のところでどういう内容なんですか、

そこちょっともう少し丁寧にお願いします。 

議  長 都市整備課長 

都市整備課長 

（再答弁） 

ただいまの御質問にお答えいたします。都市公園環境整備業務につ

きましては、都市公園２１公園の中の樹木の剪定、約７５０本、並び

に老木の伐採約１００本を予定しております。以上です。 

議  長 ３番 熊木 惠子議員。 

熊木議員 

（再々質問） 

今、その樹木ということで説明あったんですけれども、この樹木の

剪定がコロナ対策とどういうような関係なんでしょうか。 

議  長 都市整備課長。 

都市整備課長 

（再々答弁） 

ただいまの御質問にお答えします。公園では、ソーシャルディスタ

ンス、要するに人と人との空間が比較的取りやすいですけども、樹木

の枝が繁茂していることによって、公園内で安全に快適に過ごすこと

ができない部分があると、そういうことで三密になる箇所もあるとい
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うことから、屋外活動を自由に充実させるという意味で、感染症対策

として十分な自由空間を確保するために剪定を行うというものでご

ざいます。 

議  長 よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

７番 石川 康弘議員。 

石川議員 １８ページの高度無線環境整備推進事業についてお伺いいたしま

す。今回、晴れて、こういうふうな形で予算付けされたわけですけど

も、実際、道内でも結構こういった光ファイバーの敷設事業というこ

とで、市町村のほうで名乗りを上げているというふうなことを話を聞

いております。ということで、相当この事業に対してはどこの町も殺

到するのかなと思うんですけども、工事事業者は限られているわけで

して、そういった面では相当業者のほうも忙しい思いするのか、結構

混み合うというふうに心配するところなんですけども、この事業は年

度内に実施可能なのでしょうか。その辺りについて再度お伺いいたし

ます。 

それともう一つ、さっき資料として付け加えられましたふるさと応

援寄附金の事業の関係ですけども、この表の中で下から３行目になる

んですが、マスクというふうな形で記載されていまして、それは１６

９件ですか、１１０万円相当の寄附金があったというふうなことで書

かれていますけども、これについて、どういうふうなものだったのか

お伺いいたします。 

議  長 まちづくり課長。 

まちづくり課長 石川議員の１点目の光ファイバーの関係でお答えいたします。光フ

ァイバーの整備に関しましては、全道ほとんどの自治体が行うという

ことで、特に南幌町に関しましては、補助財源の関係で有利な起債の

財源措置の関係から、本町を含め１２市町の任意団体によりまして共

同設置の公設民営方式を採用することになります。そういうことから

ですね、まずはそちらのほうに設計業務が入りまして、実際の工事完

了に関しましては、多分今のスケジュールでいきますと、年度を開け

る可能性がございます。そういう形で早急に光ファイバーが施設され

ますように共同設置の中で、共同調達で行ってまいりたいと考えてご

ざいます。以上です。 

議  長 総務課長。 

総務課長 ただいまのふるさと納税のマスクの関係についてお答え申し上げ

ます。マスクにつきましては、南幌ソーイングさんから以前、町のほ

うに寄付をいただいたということで、小学校、中学校の部分にお配り

しております。その時に、南幌ソーイングの社長さんとお話をしまし

て、ぜひ南幌町としてのふるさと応援寄付事業というものがあります

ので、そちらのほうでいかがでしょうかということで、南幌ソーイン

グさんのマスクをふるさと納税という形でホームページに載せさせ

ていただいて、それを返礼品として使わせていただいているというこ
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とです。以上です。 

議  長 ７番 石川 康弘議員。 

石川議員 

（再質問） 

高度無線につきましてはわかりました。ただ、よその町、これ有利

な形でやるという話でしたけども、過疎債や何やら受けている町のも

のとはまた違うような進め方でいくというふうなことなのでしょう

か。例えば近隣の町でも聞きますと、もうある程度接続したい希望を

取りまとめて希望調査をしているという話もありますし、そういった

動きとしてはうちの町はどんな形で進むのかなということお聞かせ

願いたいと思います。 

それとこのマスクに関してですけれども、ちなみにおいくらぐらい

の形での返礼品として捉えたのか、その辺りもちょっとお聞かせくだ

さい。 

まちづくり課長 

（再答弁） 

光ファイバーの当町のほうはですね、過疎適用外の小規模自治体と

いうことで過疎債が活用できません。そういう部分からですね、本町

も含め１２市町、そちらのほうでは過疎も使える市町もございます

が、そちらのほうでは、公設民営により行うということになってござ

います。当然、公設民営に関しましても、民設民営に関しましても、

設置の申し込みをした中で進めていくということで、設置に関しては

その２種類があるということで進んでございます。設置のスケジュー

ルに関しましては、公設、民設に関しても大きく変わりはないと、Ｎ

ＴＴのほうからお答えをいただいております。以上です。 

議  長 総務課長。 

総務課長 

（再答弁） 

マスクのほうでございますが、申し訳ありません、記憶が定かでは

ありませんが５，０００円の寄付ということで、枚数については申し

訳ありませんが後ほど御返答させていただきたくということで、寄付

のほうはそのように受けたということです。 

議  長 ほかにありませんか。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第５９号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第６０号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予算（第

２号）の質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第６０号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決したいと思いますが御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

採決にあたりましては議案ごとに行います。 

議案第５９号 令和２年度南幌町一般会計補正予算（第６号）につ

いては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 
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（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第６０号 令和２年度南幌町病院事業会計補正予算（第２号）

は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

●日程１０ 議案第６１号 令和２年度南幌町国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

町長職務代理者より提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長    

ただいま上程をいただきました議案第６１号 令和２年度南幌町

国民健康保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、歳出では、

保険税等還付金の追加、歳入では、基金繰入金の減額、令和元年度繰

越金確定に伴う追加が主な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５０万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０億２，３３２万

４，０００円とするものです。 

詳細につきましては、住民課長が説明いたしますので、宜しく御審

議賜りますようお願い申し上げます 

議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは、議案第６１号 令和２年度南幌町国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）の説明を申し上げます。 

 はじめに、歳出の説明をします。８ページをごらんください。９款

諸支出金１項１目保険税等還付金、補正額５０万円の追加です。新型

コロナウイルス感染症の影響により、収入が一定程度下がった世帯に

対する保険税の減免や、資格の遡及喪失などの件数の増加に伴い、保

険税の過年度還付金を追加するものです。 

 次に、歳入の説明をします。７ページをごらんください。６款繰入

金２項１目国民健康保険事業特別会計基金繰入金、補正額２，３５７

万５，０００円の減額です。令和元年度繰越金の確定等に伴い、減額

するものです。 

続きまして、７款繰越金１項１目繰越金、補正額２，４０７万５，

０００円の追加です。令和元年度繰越金の確定によるものです。 

 以上、歳入歳出それぞれ、５０万円を追加し、補正後の総額を１０

億２，３３２万４，０００円とするものです。 

 以上で、議案第６１号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑ありませんので、質疑を終結いたします。 
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お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

それでは採決いたします。 

議案第６１号 令和２年度南幌町国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）について、原案のとおり決定することに御異議ありません

か。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

●日程１１ 議案第６２号 令和２年度南幌町介護保険特別会計

補正予算（第２号）議題といたします。 

町長職務代理者より提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長 

ただいま上程をいただきました議案第６２号 令和２年度南幌町

介護保険特別会計補正予算（第２号）につきましては、歳出では、基

金積立金及び国庫支出金等精算金の追加、歳入では、基金繰入金の減

額、令和元年度繰越金確定に伴う追加が主な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４，４１８

万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８

億４，４４８万４，０００円とするものです。 

詳細につきましては、保健福祉課長が説明いたしますので、よろし

く御審議賜りますようお願い申し上げます 

議  長 内容の説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長 それでは、議案第６２号 令和２年度南幌町介護保険特別会計補正予

算（第２号）の説明をいたします。 

 初めに歳出の説明をいたします。８ページをごらんください。４款

地域支援事業費、１項１目介護予防・生活支援サービス事業費、財源

内訳の変更で、介護保険保険者努力支援交付金の確定による充当でご

ざいます。 

 続きまして、２項６目任意事業費、財源内訳の変更で、保険者機能

強化推進交付金の確定による充当でございます。 

５款基金積立金１項１目介護給付費等準備基金積立金、補正額２１８

万３，０００円の追加でございます。２４節積立金、２１８万３，０

００円の追加。財源調整を行うものでございます。             

６款諸支出金１項２目償還金、補正額４，２００万２，０００円の

追加でございます。２２節償還金利子及び割引料で国庫支出金等精算

金４，２００万２，０００円の追加。令和元年度の介護給付費並びに

地域支援事業費の国・道・支払基金負担分の精算による返還金でござ

います。 

次に歳入の説明をいたします。７ページをごらんください。２款国

庫支出金２項５目保険者機能強化推進交付金、補正額４９万９，００
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０円の追加でございます。１節保険者機能強化推進交付金４９万９，

０００円の追加。事業費確定に伴うものです。 

 ６目介護保険保険者努力支援交付金、補正額１１２万９，０００円

の追加でございます。１節介護保険保険者努力支援交付金１１２万

９，０００円の追加。本年度、新設された交付金で、５目の機能強化

推進交付金の他に、努力支援交付金の創設することにより、介護予防

の位置づけを高め、介護予防・健康づくり等の取組みを重点的に評価

することで、配分基準にメリハリをつけて、強化する仕組みを取り入

れた財政的インセンティブによるものでございます。 

６款繰入金２項１目介護給付費等準備基金繰入金、補正額１，１５

１万円の減額。１節介護給付費等準備基金繰入金１，１５１万円の減

額。財源調整を行うものでございます。 

７款繰越金１項１目繰越金、補正額５，４０６万７，０００円の追

加でございます。１節繰越金、令和元年度繰越金の確定によるもので

ございます。 

 以上、歳入歳出それぞれ ４，４１８万５，０００円を追加し、 

補正後の総額を８億４，４４８万４，０００円とするものでございま

す。 

以上で、議案第６２号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては討論を省略し、直ちに採決

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは、採決いたします。 

議案第６２号 令和２年度南幌町介護保険特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

日程１２ 議案第６３号から日程１３ 議案第６４号までの２議

案につきまして関連がございますので、一括提案いたします。 

●日程１２ 議案第６３号 北海道町村議会議員公務災害補償等

組合規約の変更について 

●日程１３ 議案第６４号 北海道市町村総合事務組合規約の変

更について 

 以上２議案を一括して、議案といたします。 

町長職務代理者より、提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 ただいま上程をいただきました議案第６３号 北海道町村議会議
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総務課長 員公務災害補償等組合規約の変更について、議案第６４号 北海道市

町村総合事務組合規約の変更につきましては、加入する一部事務組合

の解散による脱退に伴い、組合規約の変更について、構成団体との協

議が必要なことから、本案を提案するものです。 

詳細につきましては、総務課長が説明いたしますので、宜しくご審

議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 それでは、議案第６３号及び議案第６４号の２議案について御説明

申し上げます。２議案は、一部事務組合に加入している山越郡衛生処

理組合については令和２年３月３１日をもって、奈井江・浦臼町学校

給食組合については令和２年９月３０日をもって、札幌広域圏組合に

ついては令和元年７月３１日をもって解散により脱退となるため、組

合規約の変更が必要となり、組合の構成市町村などに対し協議を求め

られたことから提案するものでございます。 

初めに、議案第６３号 北海道町村議会議員公務災害補償等組合の

規約の変更について、御説明申し上げます。別途配布しています議案

第６３号資料、新旧対照表をごらんください。右側が改正前、左側が

改正後となります。下線部分が変更となる箇所です。改正前、別表第

１、下線部分、山越郡衛生処理組合、奈井江・浦臼町学校給食組合、

札幌広域圏組合を別表から削るものです。 

附則として、この規約は（地方自治法昭和２２年法律第６７号）第

２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。 

次に、議案第６４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

て御説明いたします。別途配付しています議案第６４号資料、新旧対

照表をごらんください。右側が改正前、左側が改正後となり、下線の

部分が変更となる箇所です。まず、別表第１、石狩振興局の項中、（１

２）を（１１）に改め、札幌広域圏組合を削り、渡島総合振興局の項

中、（１６）を（１５）に改め、山越郡衛生処理組合を削り、空知総

合振興局の項中、（３２）を（３１）に改め、奈井江・浦臼町学校給

食組合を削るものです。 

次に、別表第２、次ページにかけまして地方公務員災害補償法第６

９条の規定に基づく非常勤の職員の公務上の災害または通勤による

災害に対する補償に関する事務の項中、札幌広域圏組合、山越郡衛生

処理組合、奈井江・浦臼町学校給食組合を削るものです。 

附則として、この規約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２８６条第１項の規定による北海道知事の許可の日から施行する。 

以上で、議案第６３号、議案第６４号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

質疑にあたりましては議案ごとに行います。 

初めに 議案第６３号 北海道町村議会議員公務災害補償組合の

規約の変更についての質疑を行います。 

（なしの声。） 



３６ 

 

御質疑がありませんので、議案第６３号についての質疑を終結いた

します。 

次に、議案第６４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更につい

ての質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、議案第６４号についての質疑を終結いた

します。 

お諮りいたします。本２議案につきましてはこの際討論を省略し、

直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

採決にあたりましては議案ごとに行います。 

議案第６３号 北海道町村議会議員公務災害補償組合規約の変更

については、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

議案第６４号 北海道市町村総合事務組合規約の変更については、

原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

 

●日程１４ 議案第６５号 北海道市町村職員退職手当組合規約

の変更についてを議題といたします。 

町長職務代理者より提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長 

ただいま上程をいただきました議案第６５号 北海道市町村職員

退職手当組合規約の変更につきましては、加入する一部事務組合の解

散による脱退に伴い、組合規約の変更について、構成団体との協議が

必要なことから、本案を提案するものです。 

 詳細につきましては、総務課長が説明いたしますので、宜しく御審

議賜りますようお願い申し上げます 

議  長 内容の説明を求めます。総務課長。 

総務課長 議案第６５号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につい

て御説明いたします。本規約の改正につきましては、議案第６３号、

議案第６４号と同様、組合に加入している団体が解散による脱退など

の移動があった場合、組合の規約変更が必要となり、組合を構成する

市町村など、市町村などに対し協議を求められることから、提案する

ものでございます。別途配付しています議案第６５号資料、新旧対照

表をごらんください。右側が改正前、左側が改正後となり、下線部分

が変更箇所となります。 
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改正前、別表（２）一部事務組合及び広域連合の表、渡島管内の項

中、山越郡衛生処理組合を、空知管内の項中、奈井江・浦臼町学校給

食組合を削るものです。いずれの組合も解散により脱退するため、別

表から削除するものです。 

附則として、この規約は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２８６条第１項の規定による総務大臣の許可の日から施行する。 

以上で、議案第６５号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第６５号 北海道市町村職員退職手当組合規約の変更につい

ては、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定をいたしました。 

 

●日程１５ 議案第６６号、道央廃棄物処理組合規約の変更につい

てを議題といたします。 

町長職務代理者より、提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長 

ただいま上程をいただきました議案第６６号 道央廃棄物処理組

合規約の変更につきましては、組合事務所の移転に伴い、組合規約の

変更について、構成団体との協議が必要なことから、本案を提案する

ものです。 

 詳細につきましては、住民課長が説明いたしますので、宜しく御審

議賜りますようお願い申し上げます 

議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは、議案第６６号 道央廃棄物処理組合規約の変更につい

て、御説明申し上げます。 

 本規約の変更については、組合事務所の移転に伴い、組合規約に定

める組合事務所の位置を改めることについて、構成する各地方公共団

体において、規約変更の協議を行うものです。 

それでは、別途配布しました議案第６６号資料 新旧対照表をご覧

ください。左側が変更後、右側が変更前でございます。 

 第４条 組合の事務所の位置について、現在の千歳市美々７５８番

地の５４から千歳市東雲町２丁目３４番地６に変更するものでござ

います。なお、場所につきましては千歳市役所西庁舎内となります。 

 次に附則として、この規約は、北海道知事への届出の日から施行す
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る。 

以上で、議案第６６号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第６６号 道央廃棄物処理組合の規約の変更については、原案

のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定をいたしました。 

 

先ほどの石川議員の質問に対し、総務課長より答弁がございますの

で、発言を許します。総務課長。 

総務課長 先ほど石川議員より御質問のありましたふるさと応援寄附金のマ

スクの関係でございます。ちょっと枚数が定かでございませんでした

ので、改めて御報告させていただきます。マスクにつきましては、そ

れぞれ６枚組、１０枚組、２０枚組のセットでふるさと納税をさせて

いただいております。それぞれサイズについてはＳ、Ｍ、Ｌの３サイ

ズとなってございます。６枚組につきまして寄付額が５，０００円、

１０枚組につきましては寄付額が８，０００円、２０枚組につきまし

ては寄付額１５，０００円ということで、ふるさと納税を受け付けさ

せていただいております。以上です。 

議  長 よろしいですか。 

それでは、以上で、本日予定しておりました全ての議案審議が終了

いたしました。決算審査特別委員会の審査が終了するまで休会といた

したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。決算審査特別委員会終了まで休会といたし

ます。 

ご苦労さまでした。 

 （午後 １時３５分） 
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令和２年第３回南幌町議会定例会会議録      ９月１８日 

（午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

去る９月１４日より決算審査特別委員会のため休会となっており

ました、令和２年第３回南幌町議会定例会をただいまより再開いたし

ます。 

本日の出席議員数は１０名でございます。 

直ちに本日の会議を開きます。 

 

●日程１６ 議案第６７号 教育委員会委員の任命についてを議

題といたします。 

局長に朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 町長職務代理者より提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長 

ただいま上程をいただきました議案第６７号 教育委員会委員の

任命につきましては、現教育委員であります。中鉢 須美子氏、向井 

亜紀氏の任期が満了となるため、後任として武田 優理子氏、古道 

郁恵氏を任命いたしたく提案するものです。任命につきまして、御同

意賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長 お諮りいたします。本案につきましては人事案件でございます。こ

の際、質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第６７号 教育委員会委員の任命については、原案のとおり同

意することに御異議ありませんか。 

（なしの声） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり同意することに

決定をいたしました。 

 

●日程１７ 諮問第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求め

ることについてを議題といたします。 

局長に朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 町長職務代理者より提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長 

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましては、現人

権擁護委員であります岩井 淳一氏が任期満了により退任すること

になり、後任として山下 義昭氏を諮問いたしたく、本案を提案する

ものです。御同意賜りますようお願い申し上げます。 
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議  長 お諮りいたします。本案につきましては人事案件でございます。こ

の際、質疑討論を省略し、直ちに採決したいと思いますが、御異議あ

りませんか。 

（なしの声。） 

それでは、採決いたします。 

諮問第１号 人権擁護委員の推薦について意見を求めることにつ

いて、原案のとおり推薦することにしたいと思いますが、御異議あり

ませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり推薦すること

に異議なしとして答申することに決定をいたしました。 

 

●日程１８ 発議第１３号 南幌町議会基本条例制定についてを

議題といたします。 

提案理由及び内容の説明を求めます。 

９番 川幡 宗宏議員。 

川幡議員 ただいま上程いただきました発議第１３号 南幌町議会基本条例

制定につきましては、議会として議員の成り手不足や高齢化を鑑み、

町の将来を見据えて議会の役割を明記し、町民から負託された期待に

応えるため、本案を提案するものであります。 

本条例につきましては、議会運営委員会が中心となって、道内先進

地視察や条例内容の研究などの協議を重ね、議会まちづくり特別委員

会での審議も経て、議員総意の条例としてまとめたものであります。

新条例ですので、朗読し、随時説明してまいります。 

前文、南幌町議会として、地方自治体議会のほぼ半数で議会基本条

例が制定されている中、議会として南幌町議会議員の成り手不足や高

齢化を鑑み、町の将来を見据えて議会の役割を明記し、町民から負託

された期待に応えるため、本条例を制定するものである。 

議会は、南幌町長とともに、二つの代表機関が異なる特性を活かし

て、南幌町民の意思の反映と持続可能な町民福祉を遂行する責務を負

っている。 

地方分権時代により、地方自治体の役割と自己決定の範囲責任が拡

大し、町民の行政需要が増大する中で、議会は議会活動に関する様々

な情報を積極的に発信し、これを町民と共有し、ともに多くの町民の

町政への参画を推進することにより、町民により身近で開かれた議論

の場としての役割の強化及び充実に努めなければならない。 

町民から直接選挙で選ばれた議員による合議制の機関であり、二元

代表制の一翼である議会は、行政の監視機関、意思決定機関及び立法

機関としての責任と役割を果たすことが使命である。 

議会の使命を達成するために、議会及び議員の活動原則をこの条例

に定め、最良の意思決定を行うことにより、町民生活の安全・安心と

町民福祉の向上に努めるものである。 
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あわせて、公正性と透明性の確保と議会で審議された取り組みの流

れを明記して残し、情報の公開、政策活動等への多様な町民参加の推

進、議員間の積極的な自由討議の展開、町長等執行機関との緊張感の

維持、議員の資質の向上及び議会活動を支える体制の整備等を定める

ことにより、町民に開かれた議会、町民参加を推進する議会及び町民

に身近な信頼される議会を目指し、町民との協働のもと、まちづくり

を推進するものである。 

ここに、議会は、町民から負託された期待に応えるため、自ら議会

改革を推し進め、議会の機能をさらに高めていくことを決意し、豊か

なまちづくりと町民福祉の向上のため、不断の努力を続ける。 

第１章 目的。 

目的、第１条、この条例は、議会及び議員が担うべき基本的事項を

定め、議会の活性化を図り、町民の負託に応えられる議会の実現を目

指すことを目的とする。 

第２章 議会・議員の活動原則、政治倫理 

議会の活動原則、第２条、議会は、町民主権を基礎とする町民の代

表機関であることを常に自覚し、公正性、透明性、信頼性を重んじた

町民に開かれた議会及び町民参加を不断に推進する議会を目指して

活動する。第２項、議会は、議会が、議員、町長、町民等の交流と自

由な討論の広場であるとの認識に立って、その実現のために、この条

例に規定するもののほか、この条例をふまえて別に定める南幌町議会

会議規則の内容を継続的に見直すものとする。第３項、議長は、別に

定める南幌町議会傍聴規則に定める町民の傍聴に関し、傍聴者の求め

に応じて議案の審議に用いる資料等を提供するなど、町民の傍聴の意

欲を高める議会運営に努める。第４項、議会は、会議を定刻に開催す

るものとし、会議を休憩する場合には、その理由及び再開の時刻を傍

聴者に説明するよう努める。 

ここでは第１項に、議会が町民の代表機関であることを自覚し、常

に住民に開かれた議会を推進することを規定しており、第２項では、

議会が言論の府であり、自由な討論の場であるとの認識に立ち、町民

に分かりやすい議会運営をするためにも、会議規則を継続的に見直す

ことを規定するものです。第３項では、傍聴者に議案資料等を提供し、

適切な情報提供、情報の共有を図り、町民の傍聴意欲を高める措置を

講じることを規定し、第４項では、会議は、定刻に開催し、休憩する

場合には理由や再開時刻を傍聴者に説明し、自律的で規律ある議会運

営をするよう規定するものです。 

議員の活動原則、第３条、議員は、議会が言論の府であること及び

合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の自由な討議の

推進を重んじなければならない。 

第２項、議員は、町政の課題全般について、課題別及び地域別等の

町民の意見を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研

鑚によって、町民の信託に応える活動をするものとする。第３項、議
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員は、個別的な事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指

して活動しなければならない。 

ここでは第１項に、議会制度において、最も重要な要素であり、多

様な住民意思を反映し政策水準を高めるため、議員相互間の自由討議

を推進することを規定するものです。第２項では、議員が、町政にお

ける課題全般について多様な住民の意見を把握するとともに、議員と

しての資質向上等に努め、選挙で選ばれた議員としてふさわしい活動

をすることを規定し、第３項では、議員は、地域などの個別事案だけ

でなく、町民全体の福祉の向上を目指して活動することを規定するも

のです。 

議員の政治倫理、第４条、議会は、南幌町議会議員政治倫理条例に

基づき、議員は、二元代表制の一翼を担う町民全体の奉仕者及び特別

職に属する地方公務員としての倫理性を常に自覚し、自己の地位に基

づく影響力を不正に行使しない。 

第３章 町民と議会の関係。 

町民参加及び町民との連携、第５条 議会は、議会の活動に関する

情報公開を徹底するとともに、町民に対する説明責任を十分に果たさ

なければならない。 

第２項、議会は、本会議のほか、常任委員会、特別委員会を原則公

開するとともに、議会主催の一般会議を設置するなど、会期中又は閉

会中を問わず、町民が議会の活動に参加できるような措置を講じるも

のとする。 

第３項、議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等の運営に当た

り、参考人制度及び公聴会制度を十分に活用して、町民の専門的又は

政策的識見等を議会の討議に反映させるものとする。 

第４項、議会は、請願及び陳情を町民による政策提案と位置づける

とともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設

けなければならない。 

第５項、議会は、町民、町民団体、ＮＰＯ等との意見交換の場を多

様に設けて、議会及び議員の政策能力を強化するとともに、政策提案

の拡大を図るものとする。 

第６項、議会は、重要な議案に対する各議員の態度を議会広報で公

表する等、議員の活動に対して町民の評価が的確になされるよう情報

の提供に努めるものとする。 

第７項、議会は、必要と認めたとき、町民及び関係団体から議会運

営等に関する要望、提言その他の意見を聴取し、議会運営に反映させ

ることができる。 

第８項、議会は、前７項の規定に関する実効性を高める方策として、

全議員の出席のもとに町民に対する議会報告懇談会を議会が設定す

る日のほか、町民の要望に応え開催し、議会の説明責任を果たすとと

もに、これらの事項に関して町民の意見を聴取して議会運営の改善を

図るものとする。 
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ここでは第１項に、議会の果たすべき重要な責任として情報の公開

の徹底と、町民に対する説明責任の履行を規定。第２項では、常任委

員会・特別委員会の原則公開と、町民の希望に柔軟に対応するため、

議会と住民がいつでも意見交換することができる一般会議を設置し

て町民参加の機会を設けることを規定し、第３項では、法律で基づく

参考人制度や公聴人制度を活用し、町民の意見・識見を十分に聴取し

て、自由討議に反映させ、政策水準の向上を目指すことを規定するも

のです。第４項では、請願及び陳情は、旧来の議会へのお願いという

位置付けを、分権社会にふさわしい政策提案という位置付けに変え、

提案者の意見を聴き機会を設けることを規定し、第５項では、多様な

住民意思・意見を聴取し、そこから発生する町政上の課題を解決する

ための能力を強化し、政策提案の拡大を図ることを規定するもので

す。第６項では、選挙における議員に対する町民の評価が的確になさ

れるよう、重要な議案に対する各議員の賛否を議会広報等で公表する

ことを規定し、第７項では、町民及び関係団体から議会運営等に関す

る要望、提言その他の意見を聴取し、議会運営に反映させることがで

きることを規定するものです。第８項では、議会として説明責任を果

たし、さらに多様な住民意思・意見を聴取する場として、議員全員に

よる議会報告会を議会が設定する日のほか、町民の要望に応じ、年間

を通して開催することを規定するものです。 

第４章 町長と議会の関係 

町長等と議会及び議員の関係、第６条、議会と町長は、それぞれの

特性を活かし、相互の緊張関係を保ちながら、政策をめぐる論点・争

点を明確にする議論を深め、よりよい意思決定を導くように努める。 

第２項、議会及び議員は、一般質問において一問一答方式を実施す

ることによって、論点・争点を明確にし、町民に分かりやすい質問と

なるよう努める。 

第３項、議長から本会議、常任委員会及び特別委員会等への出席を

要請された町長その他の執行機関の長並びに副町長及び教育長は、議

員の質疑及び質問に対して、議長又は委員長の許可を得て反問するこ

とができる。 

ここでは第１項に、相互の緊張関係を保ちながら、政策をめぐる論

点・争点を明確にする議論を深め、よりよい意思決定を導くように努

めることを規定、第２項では、本会議における一括質問・一括答弁は、

町政上の論点・争点が曖昧になるおそれがあり、これらを明確にして

いくために、質疑は一問一答方式で行うことを規定するものです。第

３項では、町長ほか町の職員は、議長の許可により議員の質問に対し

て、論点・争点を明確にするため逆質問することができることを規定

するものです。 

議会への重要政策等の説明、第７条、議会は、町長が提案する重要

な政策等について、議会審議における論点を整理し、その政策水準を

高めるため、町長に対し、次に掲げる事項を明らかにするよう求める
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ものとする。第１号 政策提案の根拠、第２号 提案に至るまでに検

討した他の政策の是非を含めたその経緯、第３号 他の地方公共団体

の類似する政策との比較検討、第４号 町民参加の実施の有無とその

内容、第５号 総合計画との整合性、第６号 関係法令、条例等、第

７号 財源措置第８号 将来にわたるコスト計算と政策効果 

第２項 議会は、前項に掲げる政策等の提案を審議するに当たっ

て、立案及び執行における論点、争点を明らかにするとともに、執行

後における政策評価に資する審議に努めるものとする。 

ここでは第１項に、町長は、政策水準が高まるような議論が行われ

るよう政策等の決定（提案に至る）過程を明らかにし、８項目にわた

る情報の提供をすることを規定するものです。第２項では、議会は、

町長から提供された情報をもとに論点、争点を明確し、政策等執行後

の評価に役立つような審議に努めることを規定するものです。 

予算及び決算における説明資料の作成、第８条 議会は、予算及び

決算を審議するに当たっては、前条第１項の規定に準じて、施策別又

は事業別のわかりやすい説明資料の作成を町長に求めるものとする。 

第５章 自由討議の拡大。 

自由討議による合意形成、第９条、議会は、議員による討論の場で

あることを十分に認識し、議員相互間の討議を中心に運営する。 

第２項 議会は、本会議、常任委員会、特別委員会等において、議

員提出議案、町長提出議案及び町民提案等に関して審議し結論を出す

場合、議員相互間の自由討議により議論を尽くして合意形成に努め

る。 

第３項 議員は、前２項による議員相互間の自由討議を拡大し、政

策、条例、意見等の議案の提出を積極的に行うよう努める。 

ここでは第１項に、議会は討論の広場であることから、議員相互間

の討議を中心とした運営を進めるため、町長等の会議への出席要請を

必要最小限にとどめることを規定、第２項では、議会は、それぞれの

会議における議案審議の結論を出すにあたっては、議員相互間の自由

討議によって多様な意見を出しあった上で合意形成に努めるととも

に、町民に対し説明責任を果たすことを規定するものです。第３項で

は、議員は、議員相互間の自由討議の拡大のため、自らも積極的に議

案の提出を行う努力をすることを規定するものです。 

委員会の活動、第１０条 議会は、委員会の運営に当たって、議案

等の審査及びその所管に属する事務調査の充実を図り、それぞれの設

置目的に応じた役割を果たすよう活動を行う。 

第２項 委員長は、自由討議による合意形成に努め、委員会で議論

を尽くす中で報告書を作成し、報告に当たっては、論点・争点等を明

確にして、質疑に対する答弁を行う。 

ここでは第１項に、重要な行政課題に対し常任委員会、特別委員会

の持つ専門性などを生かし、適切かつ迅速に対応することを規定、第

２項では、委員長は、自由討議による合意形成に努め、論点・争点等



４５ 

 

を明確にして、質疑に対する答弁を行うことを規定するものです。 

開かれた活動的な議会の推進、第１１条、議会は、町政の諸課題に

柔軟かつ迅速に対応するため、常任委員会、特別委員会等の適正な運

営と連携により機動力を高め、開かれた活動的な議会を推進する。 

提言者組織の設置、第１２条、議会は、町民参加と町民意見等の反

映を図り、開かれた議会及び民主的な議会運営等を推進する。 

第２項 前項に関し必要な事項は、議長が別に定める。 

 第６章 政務活動費 

政務活動費の交付、公開、報告、第１３条、政務活動費は、議員に

よる政策研究、政策提言等が確実に実行されるよう、別に定める南幌

町議会政務活動費の交付に関する条例に基づき議員個人に対して交

付するものとし、調査研究を実施する場合は、議長に対して届出書を

提出するものとする。 

第２項 政務活動費の交付を受けた議員は、公正性、透明性等の観

点に加え、その支出根拠が議会の議決事項である予算に依拠すること

から、町民等から疑義が生じないよう、議長に対して証票類を添付し

た報告書を提出するとともに、証拠書類等を公開することにより透明

性を確保するものとする。 

ここでは第１項に、政務活動費は、議員の政策の調査・研究が確実

に行われ政策提言に繋がるよう条例に基づき、議員個人に交付するこ

とを規定、第２項では、政務調査費の使途に関する公正性、透明性を

確保するため、議長に対し証票類を添付した収支報告を義務付けし、

証拠書類等を公開することを規定するものです。 

第７章 議会改革の推進 

交流及び連携の推進、第１４条、議会は、分権時代にふさわしい議

会の在り方についての調査研究等を行うために、他の自治体議会との

交流及び連携を推進するものとする。 

第８章 議会・議会事務局の体制整備 

提言者の協力、第１５条、議会及び議会事務局は、広く英知を結集

して活動をするため、町内外から自主的な提言者を募り、その協力を

得ることができる。 

第２項 提言者の氏名は公開し、その協力活動は原則として無償と

する。 

第３項 前２項のほか、提言者に関する必要な事項は、議長が別に

定める。 

ここでは第１項に、町内外から自主的な提言者を募り、協力を得る

ことができることを規定し、第２項では提言者の氏名を公開し、協力

活動は原則として無償とすることを規定するものです。 

議会図書室の設置、公開、第１６条、議会は、議会図書室を設置す

るとともに、これを議員のみならず、町民、町職員の利用に供するも

のとする。 

議会事務局の体制整備、第１７条 議会は、議会及び議員の政策形
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成及び立案機能を高めるため、議会事務局の調査・法務機能を積極的

に強化する。 

議員研修の充実強化、第１８条 議会は、議員の政策形成及び立案

能力の向上等を図るため、議員研修の充実強化を図り、この条例の理

念を議員に浸透させるよう努めるものとする。 

第２項 議会は、議員研修の充実強化に当たり、広く各分野の専門

家、町民各層等との議員研修会を積極的に開催するものとする。 

ここでは第１項に、議会は、議員の政策形成等の能力向上のため、

議員研修の充実強化を図り、この条例の理念を議員に浸透させ、実現

できるよう努めることを規定し、第２項では、議員研修では、幅広い

分野の専門家や様々な層の町民を招き、積極的に研究会を開催するこ

とを規定するものです。 

議会広報の充実、第１９条 議会は、町政に係る重要な情報を、議

会独自の視点から、常に町民に対して周知するよう努めるものとす

る。 

第２項 議会は、情報技術の発達をふまえた多様な広報手段を活用

することにより、多くの町民が議会と町政に関心を持つよう議会広報

活動に努めるものとする。 

ここでは第１項に、議会の広報活動は、町政に係る重要な情報（論

点、争点）を議会の視点（行政を擁護せず）から、町民に周知するこ

とを規定、第２項では、情報技術の発達に合わせ、様々な広報手段の

活用により、町民が議会や町政に関心を持つよう広報活動をすること

を規定するものです。 

第９章 議員の身分・待遇 

議員定数、第２０条、議員定数は、町政の現状と課題、将来予測等

を十分に考慮し、議会の審議能力と町民意思の適正な反映を確保する

など、総合的な観点から、南幌町議会議員の定数を定める条例で定め

るものとする。 

議員報酬、第２１条、議員報酬は、行財政改革の視点だけでなく、

町政の現状と課題、将来予測等を踏まえ、町政における議員の活動、

役割、責務等を十分に考慮し、南幌町議会議員の議員報酬及び費用弁

償等に関する条例で定めるものとする。 

第１０章 議会で取り組む危機管理 

危機管理、第２２条、議会は、災害等の緊急の事態から町民の生命、

身体及び財産並びに生活の平穏を守るため、総合的かつ機能的な活動

が図られるよう、町長等と協力し、危機管理体制の整備に努めるもの

とする。 

第２項 議長は、災害等の不測の事態に備え、議員による協議また

は調整を行うための組織を設置する。 

第３項 議会は、災害等の不測の事態が発生した時は、その状況を

調査し町民の意見等を的確に把握するとともに、必要に応じ町長に対

し、提案等を行うものとする。 
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第４項 議員は、災害等の不測の事態が発生した時は、次のとおり

対応するものとする。 

(１) 連絡体制を確立するため、議長へ自らの安否と所在を連絡す

る。 

(２) 地域における町民の安全の確保、避難所への誘導または避難

所に対する支援を行うなど、地域の一員として共助の取組が円滑に行

われるよう努める。 

(３) 地域における被災状況、町民の要望等の情報収集に努め、必

要に応じ議長に報告する。 

ここでは第１項に、災害等が発生した時に、総合的、機能的に事態

に対処できるように、日頃から町の危機管理計画や体制の整備に対し

て提案等をするなど、議会としても特段の努力をすることを規定、第

２項では、災害等の不測の事態に備え、関係機関等と連携を図る組織

「南幌町議会危機対策会議」を設置することを規定しています。第３

項では、災害等が発生した場合において、議会としても、被害状況の

調査や町民の要望把握に努め、生活基盤の整備、町民生活の回復等に

必要な予算を迅速に議決したり、必要に応じて提案等とするなど、議

会が取るべき行動について規定、第４項で、災害等が発生した場合の

議員の初期行動原則について規定するものです。 

第１１章 最高規範性及び見直し 

最高規範性、第２３条 この条例は、議会における最高規範であっ

て、議会は、この条例の趣旨に反する議会の条例、規則等を制定して

はならない。 

第２項 議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこ

れらに基づいて制定される条例、規則等を順守し、議会を運営しなけ

ればならない。 

第３項 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選

挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行うものとする。 

ここでは第１項に、議会運営における最高規範であることを規定

し、第２項では、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づ

いて制定される条例、規則等を順守し、議会を運営することを規定。

第３項で、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例の研修を行

うことを規定するものです。 

見直し、第２４条 議会は、この条例の目的が達成されているかど

うかを委員会等において検証し、町民の意見、社会情勢の変化等を勘

案し、この条例の改正を含めて適切な措置を講ずるものとする。 

附則として、この条例は、令和２年１０月１日から施行する｡ 

以上であります。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げま

す。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 
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お諮りいたします。本案につきましてはこの際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

発議第１３号 南幌町議会基本条例制定については、原案のとおり

決定することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決すること

に決定をいたしました。 

 

●日程１９ 発議第１４号 総務常任委員会、産業経済常任委員

会、議会運営委員会所管事務調査についてを議題といたします。 

３委員会の所管事務調査につきましては、定例会ごとの承認案件で

ございます。提案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、本案は提案のとおり承認すること

に決定をいたしました。 

 

●日程２０ 報告第５号 株式会社南幌振興公社経営状況報告に

ついてを議題といたします。 

町長職務代理者より提案理由の説明を求めます。 

町長職務代理者総務課長。 

町長職務代理者 

総務課長 

ただいま上程をいただきました報告第５号 株式会社南幌振興公

社経営状況報告につきましては、令和元年度における経営状況の報告

です。 

内容につきましては、振興公社専務が説明いたしますので、よろし

く御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。振興公社専務。 

振興公社専務 それでは報告第５号 株式会社南幌振興公社経営状況報告につい

て、令和元年度の経営状況について御説明いたします。 

資料１の業務報告についてご説明いたします。営業の概要、実績に

ついて３ページをごらんください。表１は、南幌リバーサイドゴルフ

場の４月から１１月までの入場者数と売上額を前年度と比較させて

います。表の下、合計欄をごらんください。入場者数は３万４，５３

８人、前年度に比べ５，２９５人、１８．１％の増加。計画入場者数

３万２，０００人に対しては２，５３８人の増加となっています。総

売上額１億３，３００万２，５１０円、前年度に比べ２，１１０万８，

８３６円、１８．９％の増額となりました。表２は入場者数とコース

売上額の計画と実績を比較したものです。入場者数が３万４，０００

人を上回るのは平成１７年以来となります。コース客単価は実績３，

４６１円となっています。令和元年度の積雪は少なく、融雪も順調に

進み、練習場、西南コース４月６日、北コース４月１３日に各コース、
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予定どおりオープンいたしました。シーズン中は８月を除き、営業に

大きく影響するような降雨日が少なく、順調に入場者数を伸ばすこと

ができました。一方で、春先からの干ばつ傾向のため、コースコンデ

ィションの低下が心配される状況が続きました。８月は真夏日と降雨

日の影響を受けましたが、この雨により芝生の状態も徐々に回復へと

転じました。１１月中旬以降は、積雪の残る日が多く、２４日をもっ

て、今シーズンの営業を終了いたしました。４ページをごらんくださ

い。表３は練習場の売上額を前年度と比較しています。売上合計１，

３１６万３，９５９円、前年度に比べ１２０万８，３９８円、１０．

１％の増額となりました。スタートする前に練習するお客様の割合が

高いので、コース入場者数の増加は、練習場の売上にも結び付きます。

売上額が１，３００万円を上回るのは平成９年以来となります。 

次に、５ページから１２ページは決算報告書です。貸借対照表、損

益計算書について、要約版で御説明させていただきます。１３ページ

をお開きください。補助資料１貸借対照表資産の部について御説明い

たします。流動資産は前期に比べ、４７９万１，６４９円、２２．１％

の増額となっています。有形固形資産は前期に比べ、６７１万７０２

円、７．１％の増額となっています。資産合計は１，２４８万７，８

２７円、１．７％の増額となっています。刈り込み機械購入が主な増

額分です。次に、下の表、貸借対照表、負債・資本の部について御説

明いたします。流動負債は前期に比べ１５２万３１１円、４７．０％

の増額となっています。法人税が主な増額の要因です。固定負債の長

期借入金は、償還額分６５０万円が減額となっています。固定負債の

長期未払金１，０１２万４，４００円。これは刈り込み機械の割賦購

入金額です。資産合計から負債合計を差引いた純資産合計は、５億７，

９７４万６，７７４円となり、当期純利益分７３４万３，１１６円、

１．３％の増額となっています。 

次に、１４ページをごらんください。損益計算書について御説明い

たします。Ａの売上高は１億３，３００万２，５１０円。前期に比べ

２，１１０万８，８３６円、１８．９％の増額となっています。Ｂの

売上原価は１億６７万１，４４６円。前期に比べ５２２万７，２５３

円、５．５％の増額となっています。Ｃの売上総利益は３，２３３万

１，０６４円、前期に比べ、１，５８８万１，５８３円、９６．５％

の増額となっています。次の販売費及び一般管理費は２，３０７万４，

４６１円。前期に比べ３０７万６，０７６円、１５．４％の増額とな

っています。Ｅの営業利益は９２５万６，６０３円、前期に比べ１，

２８０万５，５０７円の増額となっています。Ｆの営業外収益は２６

１万４，７７０円、前期に比べ４４２万２，７７２円の減額となって

います。Ｇの営業外費用は１５９万２，９４６円、これは借入金支払

利息です。Ｈの経常利益は１，０２７万８，４２７円となりました。

Ｌの法人税は２９２万９，６００円。前期に比べ２３２万４，３００

円の増額となっています。Ｍの当期純利益は７３４万３，１１６円。
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前期に比べ６１７万２，０１０円の増額となりました。 

次に、経費面の特徴的な事柄について御説明いたします。当期原価

について、表の下段◎Ｂをごらんください。原価合計は１億４４万８，

１９８円。前期に比べ５１５万１，３９８円、５．４％の増額となっ

ています。前期売上の大幅な落ち込みを見込み管理経費を削減した

分、今期は機械やカートの部品代や修繕費、肥料代などが増額となっ

ています。販売費及び一般管理費について表の下段、◎Ｄをごらんく

ださい。今期は２，３０７万４，４６１円。前期に比べ３０７万６，

０７６円の増額となっています。主な増額分は、保険料の共済掛金と

宣伝広告費の今期より導入したウエブ予約の送客手数料です。資料の

２ページにお戻りください。長期借入金の償還状況についてですが、

平成２５年度に南幌町の損失保証を受け長期借入金の借換えを行っ

ております。その償還状況について記載しています。令和元年度は、

計画どおり６５０万円の償還を行っています。 

次に１１ページをお開きください。個別注記表の３の（４）当期の

株主配当の扱いについてですが、当期は純利益として７３４万３，１

１６円を計上しましたが、令和２年度は新型コロナウイルス感染拡大

による緊急事態宣言、外出自粛要請に伴う営業自粛など業績に与える

影響は大きく、また収束時期も見通せないことなどから、６月の株主

総会で承認をいただき、配当は見合わせることにいたしました。次に

１５ページをごらんください。１５ページから１９ページは補助資料

２として、道内地区別のゴルフ場入場者数、空知管内のゴルフ場入場

者数、河川敷ゴルフ場の入場者数、南幌リバーサイドゴルフ場の月

別・区分別入場者数の状況を掲載しておりますので、ご参考としてい

ただきたいと思います。 

次に２０ページをお開きください。令和２年度の業務計画・営業方

針を記載しています。オープンは、練習場４月１日、西南コース４月

４日、北コース４月１１日、クローズは１１月２３日を予定していま

す。集客対策として、施設特別料金をはじめとする様々なサービスを

展開しています。４のゴルフ場主催のオープンコンペにつきまして

は、新型コロナウイルス感染予防対策として、今シーズンの開催は全

て中止といたしました。今年度は、新型コロナウイルス感染予防と、

お客様及び従業員の安心安全に配慮した対策を順次実施しオープン

いたしました。緊急事態宣言、外出自粛要請、道内、札幌市内の感染

状況を考慮して、５月４日より５月１９日までの１６日間、営業を自

粛していました。４月、５月は新型コロナウイルス感染拡大の影響を

大きく受けての営業となりましたが、緊急事態宣言解除後は問い合わ

せもふえ、６月、７月、８月は練習場、各コースともに昨年を上回る

数のお客様が来場してくださっています。今後も、ゴルフ場が社会生

活における精神的、身体的に健全な生活の維持に貢献できるよう努め

てまいります。以上で、報告第５号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 
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（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

報告第５号 株式会社南幌振興公社経営状況報告については報告

済みといたします。 

ここで、場内時計で１０時半まで休憩をいたします。 

（午前１０時１９分） 

（午前１０時３０分） 

議  長 休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

追加日程１ 発議第１０号から追加日程５ 報告第７号までの５

議案を日程に追加し議題といたしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、追加日程１ 発議第１５号から追

加日程５ 報告第７号までの５議案を追加いたします。 

 

●追加日程１ 発議第１５号 新型コロナウイルス感染症の影響

に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見

書の提出についてを議題といたします。 

提出者より提案理由及び内容の説明を求めます。 

８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 （説明する。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

発議第１５号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政

の急激な悪化に対し地方財政・地方税財源の確保を求める意見書の提

出については、提案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

 

●追加日程２ 発議第１６号 国土強靱化に資する道路の整備等

に関する意見書の提出についてを議題といたします。 

提出者より提案理由の説明を求めます。 

６番 本間 秀正議員。 

本間議員 （説明する。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 



５２ 

 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきまして、この際討論を省略し、直ち

に採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

発議第１６号 国土強靱化に資する道路の整備等に関する意見書

の提出については、提案のとおり採択するに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

 

●追加日程３ 発議第１７号 種苗法改正案の慎重な審議を求め

る要望意見書の提出についてを議題といたします。 

提出者より提案理由及び内容の説明を求めます。 

６番 本間 秀正議員。 

本間議員 （説明する。） 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

発議第１７号 種苗法改正案の慎重な審議を求める要望意見書の

提出については、提案のとおり採択することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり採択することに

決定をいたしました。 

 

●追加日程４ 報告第６号 令和元年度各会計決算認定審査報告

についてを議題といたします。 

審査報告について決算審査特別委員長より報告願います。 

８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 令和２年９月１７日付け、議長あて。決算審査特別委員長 菅原 

文子。委員会審査報告書。認定第１号 令和元年年度各会計決算認定

について。本特別委員会に審査付託された令和元年度南幌町一般会

計、国民健康保険特別会計、下水道事業特別会計、農業集落排水事業

特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の歳入歳出決

算は審査の結果、認定すべきと決定したので、会議規則第７７条の規

定により報告します。 

議  長 お諮りいたします。本案につきましては、この際質疑討論を省略し、

直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 
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（なしの声。） 

決算審査特別委員会の審査結果は、委員長報告のとおり認定であり

ます。 

それでは採決いたします。採決にあたりましては、起立採決を行い

ます。 

認定第１号 令和元年度各会計決算認定について、委員長の報告の

とおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立９名 着席０名） 

どうぞご着席ください。 

賛成起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり認

定することに決定をいたしました。 

 

●追加日程５ 報告第７号 令和元年度南幌町病院事業会計決算

認定審査報告についてを議題といたします。 

審査報告については、決算審査特別委員長より報告願います。 

８番 菅原 文子議員。 

菅原議員 令和２年９月１７日付け、議長宛て。決算審査特別委員長 菅原 

文子。委員会審査報告書。認定第２号 令和元年度南幌町病院事業会

計決算認定について、本特別委員会に審査付託された、令和元年度南

幌町病院事業会計の歳入歳出決算は、審査の結果認定すべきと決定し

たので、会議規則第７７条の規定により報告します。 

議  長 お諮りいたします。本案につきましては、この際質疑討論を省略し、

直ちに採決したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

決算審査特別委員会の審査結果は、委員長報告のとおり認定であり

ます。 

それでは採決いたします。採決にあたりましては、起立採決を行い

ます。 

認定第２号 令和元年度南幌町病院事業会計決算認定については、

委員長報告のとおり認定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（起立９名 着席０名） 

どうぞご着席ください。 

賛成起立全員であります。よって、本案は委員長の報告のとおり認

定することに決定をいたしました。 

 

菅原 文子議員から議員の辞職願が提出されています。議員の辞職

については、地方自治法１２６条の規定により、議会開会中は議会の

許可をなければならないことになっています。お諮りいたします。菅

原議員の議員辞職について日程を追加し、追加日程６として、直ちに

議題としたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、菅原 文子議員の議員辞職につい
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てを日程を追加し、追加日程６として直ちに議題とすることに決定を

いたしました。 

菅原 文子議員の退場を求めます。 

（菅原議員 退席。） 

休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

 

●追加日程６ 菅原 文子議員の議員辞職についてを議題といた

します。 

局長に辞職願を朗読させます。 

局  長 （朗読する。） 

議  長 お諮りいたします。菅原 文子議員の議員辞職を許可することに御

異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって、菅原 文子議員の議員辞職を許可

いたします。 

暫時休憩いたします。 

（菅原議員 着席） 

 

休憩を閉じ、会議を再開いたします。 

以上で、本定例会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

す。ただいまをもって閉会したいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本定例会はただいまをもって閉会と

いたします。 

ご苦労さまでした。 

 （午前１０時５４分） 

 

 

 


